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神
社
史
料
の
諸
問
題
　諏
訪
神
社
関
係
史
料
を
中
心
に
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要
旨
］

　近
年
、
神
社
史
研
究
が
活
発
化
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
分
析
対
象
と
な
る
多
く
の
神
社
史
料
が
も

つ
歴
史
的
特
徴
や
問
題
点
に
つ
い
て
留
意
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
そ
こ
で
神
社
史
料
に
つ
い
て
の

資
料
学
的
検
討
を
行
っ
た
。
第
一
は
、
現
存
す
る
神
社
や
現
任
の
神
官
層
の
保
管
下
に
あ
る
神
社
史

料
群
は
む
し
ろ
限
定
さ
れ
た
文
書
群
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
よ
り
多
く
の
関
係
史
料
群
が
社
家
文
書
と

し
て
個
人
所
蔵
に
帰
し
て
お
り
散
逸
の
危
機
に
直
面
し
、
史
料
群
の
全
体
像
は
な
お
不
明
の
状
態
の

も
の
が
多
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
家
文
書
の
群
と
し
て
の
全
体
的
構
造
を
理
解
す
る
こ

と
は
、
神
社
資
料
に
対
す
る
史
料
批
判
を
厳
密
に
す
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
。
第
二

に
、
個
別
神
社
史
料
群
は
、
明
治
の
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
仏
事
関
係
史
料
群
が
流
出
し
、
史
料
群
の

構
成
は
大
改
変
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
現
存
史
料
群
か
ら
描
く
神
社
史
像
は
歴
史
実
態
か
ら

乖
離
し
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
改
め
て
、
廃
仏
毀
釈
の
実
態
解
明
や
旧

聖
教
類
の
所
在
に
つ
い
て
の
史
料
調
査
が
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
第
三
は
、
現
存
す
る
神
社

史
料
群
は
、
と
く
に
近
世
・
近
代
の
神
官
層
に
よ
る
神
道
書
や
縁
起
の
編
纂
・
改
変
と
い
う
諸
問
題

を
抱
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
解
明
は
今
後
の
課
題
で
あ
り
、
史
料
学
的
な
問
題
点
と
し
て

論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
神
道
史
と
い
う
も
の
が
近
世
国
学
や
近
代
国
家
神
道
に
よ
っ
て
、「
近
代
日

本
的
な
偏
見
」
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
近
世
・
近
代
の
国
家
神
道
の
下
で
神
道

書
や
神
社
史
料
が
ど
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
変
容
を
遂
げ
た
の
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
神
社
史
料
研
究
の
一
研
究
分
野
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　こ
う
し
た
神
社
史
料
も
も
つ
諸
問
題
や
特
質
を
ト
ー
タ
ル
と
し
て
論
じ
る
多
面
的
な
資
料
学
的
研

究
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に

❶
諏
訪
神
社
史
料
群
の
構
造

❷
廃
仏
毀
釈
・
神
仏
分
離
に
よ
る
神
宮
寺
関
係
史
料
の
流
失
と
近
代
の
諏
訪
縁
起
創
出

終
章

　諏
訪
神
社
史
料
の
特
徴
と
他
社
と
の
共
通
点

む
す
び
に
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（
上

　社
（（
箇
所
、
下
社
（
箇
所
）
を
取
り
壊
し

　
　
　
　
　
　六

．
二
二

　政
府
監
察
使
の
帰
京

　
　
　一

二
．
一
～
一
九

　村
方
に
て
上
社
普
賢
堂
、
薬
師
堂
、
釈
迦
堂
、
大

般
若
堂
、
納
経
堂
、
如
法
院
・
護
摩
堂
、
仁
王
門
、
経
堂
、
五
重
塔
な
ど
の
解

体
、
売
却
、
払
下
（
入
札
）。

　こ
の
鷲
尾
説
に
批
判
的
な
見
解
が
、
今
井
真
樹
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
今

井
は
、「
史
実
の
紙
上
保
存
」
を
目
的
に
す
る
と
し
て
「
鷲
尾
順
敬
『
明
治
維
新
神

仏
分
離
史
料
』
中
に
ま
と
め
ら
れ
た
史
料
は
本
稿
で
は
可
成
取
扱
は
ぬ
事
に
し
た
」

と
し
て
、「
上
社
十
一
箇
所
堂
塔
御
取
除
キ
材
木
（
鉄
物
）
取
調
帳
（
明
治
元
年

十
二
月
）」「
盛
蓮
寺
文
書
」「
検
校
太
夫
届
出
」「
参
籠
所
日
記
」
な
ど
に
よ
っ
て
記

録
を
残
し
て
い
る

（
（（
（

。
鷲
尾
が
収
集
・
依
拠
し
た
史
料
と
は
異
な
る
廃
仏
毀
釈
の
史
料

を
別
に
今
井
が
収
集
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
井
は
、「
二
、
各
廃
寺
遺
跡
の
来
歴

　三
、
付
属
寺
院
の
神
勤
と
寺
社
の
衝
突
」
に
つ
い
て
詳
細
に
記
述
し
、
年
未
詳
の

「
蓮
池
院
訴
訟
に
つ
い
て
社
家
よ
り
御
答
の
留
書
」（
宝
暦
か
）
を
根
拠
に
、
近
世
諏

訪
社
内
部
で
社
家
と
僧
侶
の
衝
突
が
激
し
か
っ
た
こ
と
。
元
治
元
年
十
二
月
十
七
日

下
社
千
手
堂
火
災
を
め
ぐ
る
社
坊
と
神
宮
寺
僧
と
の
責
任
問
題
訴
訟
。
元
禄
頃
大
禰

宜
桜
井
左
内
が
吉
川
惟
足
と
結
ん
だ
こ
と
、
天
保
頃
香
川
景
樹
の
門
人
今
井
信
吉
が

進
出
し
た
こ
と
、
幕
末
に
平
田
門
人
松
沢
義
章
や
本
居
門
人
宮
坂
久
寛
、
飯
田
武
郷

ら
が
台
頭
し
て
諏
訪
国
学
の
基
礎
を
き
づ
い
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。「
四
、

明
治
維
新
当
時
除
仏
の
実
際
」
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
し
、
鷲
尾
説
と

の
違
い
を
強
調
し
て
い
る
。

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
三
．
一
二

　神
仏
分
離
令
。
四
．
一
○

　太
政
官

神
祇
官
通
達
。
四
・
一
六
～
一
七
、
高
島
御
役
所
が
社
方
・
寺
方
に
申
し
渡
。

六
・
一
五
大
鑑
使
の
下
向
。
六
・
一
七
寺
方
よ
り
除
仏
の
請
書
、
還
俗
名
届
書
。

六
・
一
九
、
高
部
、
宮
田
、
渡
の
人
足
に
法
被
を
着
せ
鉄
塔
、
大
般
若
堂
、
納

経
堂
、
薬
師
堂
、
釈
迦
堂
、
五
重
塔
、
如
法
院
護
摩
堂
取
り
壊
し
、
普
賢
堂
大

あ
ら
し
。
六
・
二
○
、
使
者
下
諏
訪
滞
在
、
取
り
壊
し
延
期
、
上
下
社
と
も
に

売
物
に
よ
る
入
札
を
ま
つ
。
六
・
二
一
、
鑑
察
使
帰
京
。
八
～
九
月
競
争
し
て

破
却
に
取
り
掛
か
る
。九
・
四
、堂
塔
取
除
分
を
神
宮
寺
村
へ
の
下
け
渡
し
申
請
。

一
一
・
三
○
真
志
野
村
へ
普
賢
堂
・
五
重
塔
取
壊
落
札
。
一
二
・
三
～
七
普
賢

堂
取
壊
。

　今
井
は
、「
五
、
除
仏
後
始
末
」
と
し
て
、
諏
訪
神
社
の
廃
仏
毀
釈
の
特
徴
を
つ

ぎ
の
四
点
に
ま
と
め
て
い
る
。
①
村
方
人
足
の
動
員
に
よ
る
強
制
的
取
壊
し
。
②
信

濃
一
宮
と
し
て
の
社
格
維
持
。
③
県
内
に
お
け
る
最
初
の
廃
仏
毀
釈
の
「
典
型
例
」。

④
現
在
に
至
る
ま
で
、
諏
訪
上
社
・
下
社
に
は
仏
教
的
要
素
の
あ
る
も
の
は
す
べ
て

神
社
の
外
に
出
し
た
と
す
る
。

　こ
の
今
井
説
と
鷲
尾
説
と
を
比
較
す
る
と
、
鷲
尾
説
は
慶
応
四
年
六
月
の
鑑
察
使

の
行
動
を
中
心
に
ま
と
め
、
仏
塔
舎
の
解
体
を
一
二
月
に
略
述
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
今
井
説
は
鑑
察
使
帰
京
か
ら
一
二
月
ま
で
の
諏
訪
地
方
の
村
落
内
部

の
動
向
を
中
心
に
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
諏
訪
神
社
の
廃
仏
毀
釈
の
実
態

に
つ
い
て
、
両
説
は
基
本
的
な
史
実
の
一
致
を
み
て
い
な
い
。
そ
の
後
、『
諏
訪
市

史

　下
巻
』〔
諏
訪
市
一
九
七
六
〕・『
茅
野
市
史
上
中
下
』〔
茅
野
市
一
九
八
○
～
八
七
〕

に
お
い
て
も
、
諏
訪
神
社
の
廃
仏
毀
釈
は
概
説
さ
れ
る
の
み
で
新
規
の
史
料
発
掘
は

な
さ
れ
て
い
な
い
。
鷲
尾
説
と
今
井
説
の
矛
盾
に
つ
い
て
も
注
意
が
む
け
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
は
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。

　Ⅱ

　廃
仏
毀
釈･

神
仏
分
離
の
新
史
料
と
神
宮
寺
の
織
豊
期
再
建
説

　1
．
廃
仏
毀
釈
に
関
す
る
近
代
史
料
の
発
見

　一
九
九
六
年
、
諏
訪
市
仏
法
弘
隆
寺
・
岡
谷
市
昌
福
寺
の
調
査
で
は
、
廃
仏
毀
釈

に
関
す
る
近
代
史
料
を
数
点
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　　年次

史
料
名

差
出
人

宛
先

所
蔵
者

①
慶
応
（

「
両
社
仏
閣
社
僧
寺
院
御
廃
一
流

諸
般
記
」

談
林
所
納
所

仏
法
寺

表
1
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は
じ
め
に

　か
つ
て
戦
前
ま
で
国
家
神
道
の
影
響
下
で
行
わ
れ
て
き
た
神
道
及
び
神
社
史
研
究

は
、
戦
後
の
空
白
期
を
経
て
、
九
〇
年
代
か
ら
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
き
た
。
岡

田
荘
司
・
藤
本
元
啓
に
代
表
さ
れ
る
神
道
学
に
お
け
る
儀
礼
研
究
の
進
展

（
（
（

、
井
上
寛

司
に
代
表
さ
れ
る
諸
国
一
宮
制
研
究
や
神
社
史
研
究

（
（
（

、
さ
ら
に
は
國
學
院
大
學
に
お

け
る
Ｃ
Ｏ
Ｅ
国
学
研
究
、
国
文
学
分
野
で
の
中
世
日
本
紀
や
縁
起
研
究
、
歴
博
で
の

平
田
篤
胤
研
究

（
（
（

な
ど
に
よ
っ
て
神
道
史
研
究
や
神
社
に
関
す
る
研
究
状
況
は
大
き
く

変
化
し
つ
つ
あ
る
。

　そ
の
主
な
特
徴
は
、
第
一
に
神
社
史
や
神
道
史
研
究
が
か
つ
て
の
よ
う
な
政
治
的

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
研
究
の
立
場
を
脱
し
て
、
史
料
に
即
し
た
実
証
的
研
究
が
蓄
積
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
中
世
の
神
社
縁
起
や
神
祇
秩
序
は
、
古
代
の
記

紀
神
話
や
律
令
的
神
祇
秩
序
と
は
相
対
的
に
も
時
代
的
に
も
区
別
さ
れ
た
中
世
特
有

の
も
の
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
連
続
性
と
独
自
性
の
解
明
が
研
究
課
題
と
し
て

提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
第
三
に
、
伊
勢
神
宮
・
石
清
水
八
幡
宮
・
賀
茂

社
な
ど
二
十
二
社
や
権
門
神
社
の
ほ
か
に
、
諸
国
一
宮
や
惣
社
な
ど
国
レ
ベ
ル
の
神

社
、
郡
鎮
守
や
荘
園
鎮
守
な
ど
の
郡
・
荘
レ
ベ
ル
の
神
社
、
さ
ら
に
は
郷
や
村
の
小

社
な
ど
階
層
的
な
神
社
の
機
能
と
役
割
を
地
域
社
会
や
仏
教
・
寺
院
と
の
関
係
で
解

明
し
よ
う
と
す
る
研
究

（
（
（

が
進
展
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
神
社
史
研
究
の
進
展
は
、

自
治
体
史
編
纂
に
よ
る
地
方
神
社
史
料
の
発
見
・
史
料
目
録
・
公
開
な
ど
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。

　し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
神
社
史
研
究
を
一
層
進
展
さ
せ
る
上
で
留
意
す
べ
き

こ
と
と
し
て
、
今
日
の
神
社
に
伝
来
す
る
神
社
史
料
は
、
武
家
文
書
・
公
家
文
書
や

寺
院
文
書
と
は
き
わ
め
て
異
な
る
特
質
が
あ
り
、
そ
れ
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
う
。
私
は
諏
訪
神
社
史
料
に
つ
い
て
、
一
九
八
○
～
九
二

年
ま
で
長
野
県
史
編
纂
や
一
九
八
八
～
九
五
年
ま
で
の
諏
訪
市
史
編
纂
、
一
九
九
四

～
二
○
○
五
年
の
一
宮
制
研
究
を
通
じ
て
ほ
ぼ
二
十
余
年
に
わ
た
り
調
査
に
従
事
し

て
き
た
。
そ
こ
で
、
神
社
に
伝
来
す
る
史
料
群
が
き
わ
め
て
特
殊
な
残
り
方
を
し
て

い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
こ
れ
ま
で
部
分
的
な
事
例
報
告
は
、
歴
博
共
同
研
究
や
國

學
院
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
で
行
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
諏
訪
神
社

史
料
を
中
心
に
、
第
一
に
、
神
社
史
料
が
今
や
神
社
と
無
関
係
に
な
っ
た
旧
社
家
文

書
と
し
て
散
在
し
て
お
り
、
散
逸
や
未
調
査
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
危
険
性
が

高
い
こ
と
、
第
二
に
、
廃
仏
毀
釈
や
国
家
神
道
や
近
代
寺
社
縁
起
の
編
纂
な
ど
で
資

料
の
変
容
が
大
き
く
、
史
料
批
判
学
の
深
化
を
図
る
必
要
が
高
い
こ
と
、
第
三
に
中

世
神
社
関
係
史
料
に
も
特
定
な
社
会
集
団
や
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
意
図
的
な
資
料
操
作

や
編
纂
活
動
を
経
た
資
料
群
が
伝
来
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討

し
、
社
家
文
書
の
特
質
に
迫
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諏
訪
神
社
関
係

史
料
の
特
徴
を
、
近
年
行
わ
れ
た
、
祇
園
社
・
北
野
社
な
ど
権
門
神
社
や
香
取
・
鹿

島
な
ど
諸
国
一
宮
の
神
社
史
料
研
究
な
ど
の
成
果
を
比
較
し
て
み
る
と
、
類
似
点
が

大
き
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
点
は
仮
説
の
域
を
で
る
も

の
で
は
な
く
、
実
証
性
を
高
め
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
の
神
社
史
料
研
究
の

前
進
の
た
め
に
一
つ
の
問
題
提
起
と
し
て
ご
批
判
を
え
ら
れ
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

❶
諏
訪
神
社
史
料
群
の
構
造

　現
在
、
諏
訪
大
社
で
は
下
社
秋
宮
境
内
の
宝
物
館
と
上
社
境
内
の
宝
物
館
に
所
蔵

資
料
を
保
管
し
一
部
観
覧
に
供
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
諏
訪
神
社
史
料
は
諏
訪
大

社
所
蔵
の
資
料
が
そ
の
骨
格
だ
と
考
え
ら
れ
や
す
い
が
そ
れ
は
大
き
な
誤
解
で
あ

る
。　Ⅰ

　諏
訪
神
社
所
蔵
史
料
群

　現
在
諏
訪
大
社
の
寶
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る
の
は
諏
訪
大
社
下
社
文
書
と
上
社
文

書
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
諏
訪
神
社
関
係
史
料
の
全
体
像
か
ら
み
れ
ば
、
ほ
ん
の
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一
部
に
す
ぎ
な
い
。
両
者
の
う
ち
、
下
社
文
書
が
文
治
年
間
の
も
の
か
ら
戦
国
・
江

戸
初
期
ま
で
の
も
の
が
数
多
く
存
在
す
る
。

　①
諏
訪
大
社
下
社
所
蔵
文
書

　前
右
大
将
家
政
所
下
文
・
鎌
倉
幕
府
下
知
状
案
・
左
馬
寮
下
文
案
・
鎌
倉
幕
府
裁

許
状
案
・
鎌
倉
幕
府
下
知
状
案
（
下
社
大
祝
時
澄
）、
小
笠
原
長
基
寄
進
状
（
諏
訪

大
祝
）・
信
濃
十
九
牧
大
使
幸
舜
下
文
案
・
小
笠
原
政
経
免
状
（
諏
訪
大
祝
）・
小
笠

原
長
秀
安
堵
状（
同
）・
小
笠
原
政
康
安
堵
状（
同
）・
小
笠
原
持
長
安
堵
状
案（
同
）・

天
正
ニ
年
二
月
武
田
勝
頼
造
営
手
形
・
武
田
勝
頼
朱
印
状
（
三
澤
平
太
）・
天
正
六

年
上
諏
訪
造
営
帳
・
寛
永
三
年
下
諏
訪
御
神
領
高
物
成
割
帳
な
ど
比
較
的
多
く
の
古

文
書
や
記
録
類
を
所
蔵
し
て
い
る
。
近
世
大
名
諏
訪
家
の
史
料
（
安
芸
守
頼
忠
・
因

幡
守
頼
水
）
が
混
入
し
て
い
る
。

　②
諏
訪
大
社
上
社
所
蔵
文
書

　大
宮
御
造
営
之
目
録
案
（
嘉
暦
四
年
）・
諏
訪
頼
満
注
進
状
案
（
御
渡
嘉
吉
三
年

～
永
正
十
六
年
）
な
ど
で
そ
の
数
は
下
社
と
比
べ
て
も
少
数
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
が
中
世
以
来
、
諏
訪
神
社
に
伝
来
し
た
史
料
と
い
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑

問
で
あ
る
。
下
社
所
蔵
文
書
は
い
ず
れ
も
下
社
の
諏
訪
大
祝
に
宛
て
ら
れ
た
権
利
文

書
で
あ
り
、
小
笠
原
政
経
免
状
・
小
笠
原
長
秀
安
堵
状
・
小
笠
原
政
康
安
堵
状
・
小

笠
原
持
長
安
堵
状
案
な
ど
は
あ
き
ら
か
に
諏
訪
下
社
大
祝
金
刺
家
に
宛
て
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
小
笠
原
長
秀
安
堵
状
は
、
原
本
で
あ
る
『
市
河
文
書
』
の
小

笠
原
長
秀
発
給
文
書
と
比
較
し
て
料
紙
が
小
さ
い
。
と
り
わ
け
花
押
は
勢
い
が
な

く
花
押
影
と
判
断
さ
れ
、
写
と
み
る
べ
き
も
の
と
私
は
考
え
て
い
る
。
文
明
十
五

年
（
一
四
八
三
）
諏
訪
上
社
大
祝
諏
訪
継
満
と
矢
崎
政
継
・
千
野
入
道
・
神
長
官

守
矢
満
実
ら
の
内
戦
に
な
っ
た
と
き
、
下
社
大
祝
金
刺
興
春
は
上
社
大
祝
諏
訪
継
満

方
に
味
方
し
て
上
桑
原
で
戦
闘
に
な
り
、
下
社
大
祝
以
下
三
二
騎
・
足
白
野
臥
一
三

人
が
戦
死
し
た

（
（
（

。
両
社
の
抗
争
は
激
化
し
、
下
社
大
祝
金
刺
昌
春
は
、
永
正
十
五
年

（
一
五
一
八
）
に
上
社
大
祝
諏
訪
頼
満
に
攻
め
ら
れ
荻
倉
要
害
が
自
落
し
て
「
家
風

断
絶
」
と
な
っ
て
い
る
（
信
史
⑩
（（8
）。
そ
の
後
、大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
の
「
勝

山
記
」「
妙
法
寺
記
」
に
は
「
諏
訪
殿
府
中
へ
御
入
有
」
と
あ
り
、
諏
訪
氏
が
甲
府

で
の
屋
敷
を
武
田
氏
に
所
望
し
た
こ
と
が
み
え
る
（
信
史
⑩
（（0
）。
こ
う
し
た
中
で
、

享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）
武
田
信
虎
が
諏
訪
郡
に
攻
め
入
っ
た
（
信
史
⑩
（（0
）。
諏

訪
か
ら
武
田
信
虎
に
援
助
を
依
頼
し
た
「
諏
訪
殿
」
こ
そ
、
下
社
大
祝
金
刺
昌
春
と

み
て
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
金
刺
昌
春
の
線
刻
銘
文
と
花
押
の
あ
る
八
稜
鏡
は

下
社
資
料
と
し
て
伝
来
（
信
史
⑩
（（
）
し
、
そ
の
伊
勢
御
師
に
あ
て
た
発
給
文
書
も

諏
訪
教
育
会
に
あ
っ
た
（
信
史
⑩
6（
）。
言
い
換
え
れ
ば
、
下
社
大
祝
の
金
刺
家
が

滅
亡
し
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
関
係
資
料
や
古
文
書
が
諏
訪
下
社
に
所
蔵
さ
れ
て
伝
来

す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
諏
訪
下
社
文
書
に
中
世
史
料
が
多
く
残

存
し
て
い
る
の
は
、
戦
国
期
に
廃
絶
し
た
下
社
大
祝
金
刺
家
の
史
料
を
諏
訪
神
社
が

保
存
・
継
承
し
、
そ
の
他
の
社
家
文
書
も
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
諏
訪

上
社
の
場
合
に
は
、
大
祝
諏
訪
氏
の
子
孫
が
存
続
し
家
文
書
と
し
て
伝
来
し
た
が
故

に
、
上
社
所
蔵
文
書
は
下
社
所
蔵
文
書
と
比
較
し
て
き
わ
め
て
小
数
で
あ
る
。
こ
の

現
象
は
、
諏
訪
神
社
が
所
蔵
し
て
い
る
史
料
群
は
基
本
的
に
大
祝
や
神
官
な
ど
の
社

家
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　諏
訪
神
社
史
料
の
中
で
は
、
諏
訪
神
社
が
所
蔵
す
る
も
の
は
以
上
の
ご
と
く
き
わ

め
て
少
数
で
あ
り
、
例
外
的
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
神
社
の
外
で
所
蔵
さ
れ

る
旧
神
官
・
社
家
文
書
こ
そ
が
そ
の
中
核
に
位
置
を
占
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
つ

ぎ
に
旧
神
官
所
蔵
史
料
群
を
み
よ
う
。

　Ⅱ

　旧
神
官
所
蔵
史
料
群

　下
社
大
祝
金
刺
家
は
中
世
で
断
絶
し
た
が
、
上
社
大
祝
諏
訪
家
は
近
代
ま
で
存
続

し
た
。
大
祝
諏
訪
家
は
、
諏
訪
市
神
宮
寺
と
東
京
在
住
の
当
主
の
ほ
か
に
庶
家
が
存

在
し
た
。
旧
大
祝
家
は
、
現
在
、
諏
訪
神
社
と
は
関
係
が
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
い

づ
れ
も
旧
社
家
の
個
人
史
料
と
し
て
大
量
の
史
料
群
を
所
蔵
し
て
い
る
。

　大
お
お
ほ
お
り

祝
の
ほ
か
に
、
五
官
祝
と
い
わ
れ
る
神
官
が
存
在
し
た
。
中
世
諏
訪
神
社
の
発

給
文
書
は
、
大
祝
と
権

ご
ん
ほ
お
り

祝
・
擬ぎ

ほ
お
り祝

・
副

そ
え
ほ
お
り

祝
・
禰
宜
の
四
人
の
神
官
が
連
署
す
る
配
符
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一
部
に
す
ぎ
な
い
。
両
者
の
う
ち
、
下
社
文
書
が
文
治
年
間
の
も
の
か
ら
戦
国
・
江

戸
初
期
ま
で
の
も
の
が
数
多
く
存
在
す
る
。

　①
諏
訪
大
社
下
社
所
蔵
文
書

　前
右
大
将
家
政
所
下
文
・
鎌
倉
幕
府
下
知
状
案
・
左
馬
寮
下
文
案
・
鎌
倉
幕
府
裁

許
状
案
・
鎌
倉
幕
府
下
知
状
案
（
下
社
大
祝
時
澄
）、
小
笠
原
長
基
寄
進
状
（
諏
訪

大
祝
）・
信
濃
十
九
牧
大
使
幸
舜
下
文
案
・
小
笠
原
政
経
免
状
（
諏
訪
大
祝
）・
小
笠

原
長
秀
安
堵
状（
同
）・
小
笠
原
政
康
安
堵
状（
同
）・
小
笠
原
持
長
安
堵
状
案（
同
）・

天
正
ニ
年
二
月
武
田
勝
頼
造
営
手
形
・
武
田
勝
頼
朱
印
状
（
三
澤
平
太
）・
天
正
六

年
上
諏
訪
造
営
帳
・
寛
永
三
年
下
諏
訪
御
神
領
高
物
成
割
帳
な
ど
比
較
的
多
く
の
古

文
書
や
記
録
類
を
所
蔵
し
て
い
る
。
近
世
大
名
諏
訪
家
の
史
料
（
安
芸
守
頼
忠
・
因

幡
守
頼
水
）
が
混
入
し
て
い
る
。

　②
諏
訪
大
社
上
社
所
蔵
文
書

　大
宮
御
造
営
之
目
録
案
（
嘉
暦
四
年
）・
諏
訪
頼
満
注
進
状
案
（
御
渡
嘉
吉
三
年

～
永
正
十
六
年
）
な
ど
で
そ
の
数
は
下
社
と
比
べ
て
も
少
数
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
が
中
世
以
来
、
諏
訪
神
社
に
伝
来
し
た
史
料
と
い
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑

問
で
あ
る
。
下
社
所
蔵
文
書
は
い
ず
れ
も
下
社
の
諏
訪
大
祝
に
宛
て
ら
れ
た
権
利
文

書
で
あ
り
、
小
笠
原
政
経
免
状
・
小
笠
原
長
秀
安
堵
状
・
小
笠
原
政
康
安
堵
状
・
小

笠
原
持
長
安
堵
状
案
な
ど
は
あ
き
ら
か
に
諏
訪
下
社
大
祝
金
刺
家
に
宛
て
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
小
笠
原
長
秀
安
堵
状
は
、
原
本
で
あ
る
『
市
河
文
書
』
の
小

笠
原
長
秀
発
給
文
書
と
比
較
し
て
料
紙
が
小
さ
い
。
と
り
わ
け
花
押
は
勢
い
が
な

く
花
押
影
と
判
断
さ
れ
、
写
と
み
る
べ
き
も
の
と
私
は
考
え
て
い
る
。
文
明
十
五

年
（
一
四
八
三
）
諏
訪
上
社
大
祝
諏
訪
継
満
と
矢
崎
政
継
・
千
野
入
道
・
神
長
官

守
矢
満
実
ら
の
内
戦
に
な
っ
た
と
き
、
下
社
大
祝
金
刺
興
春
は
上
社
大
祝
諏
訪
継
満

方
に
味
方
し
て
上
桑
原
で
戦
闘
に
な
り
、
下
社
大
祝
以
下
三
二
騎
・
足
白
野
臥
一
三

人
が
戦
死
し
た

（
（
（

。
両
社
の
抗
争
は
激
化
し
、
下
社
大
祝
金
刺
昌
春
は
、
永
正
十
五
年

（
一
五
一
八
）
に
上
社
大
祝
諏
訪
頼
満
に
攻
め
ら
れ
荻
倉
要
害
が
自
落
し
て
「
家
風

断
絶
」
と
な
っ
て
い
る
（
信
史
⑩
（（8
）。
そ
の
後
、大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
の
「
勝

山
記
」「
妙
法
寺
記
」
に
は
「
諏
訪
殿
府
中
へ
御
入
有
」
と
あ
り
、
諏
訪
氏
が
甲
府

で
の
屋
敷
を
武
田
氏
に
所
望
し
た
こ
と
が
み
え
る
（
信
史
⑩
（（0
）。
こ
う
し
た
中
で
、

享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）
武
田
信
虎
が
諏
訪
郡
に
攻
め
入
っ
た
（
信
史
⑩
（（0
）。
諏

訪
か
ら
武
田
信
虎
に
援
助
を
依
頼
し
た
「
諏
訪
殿
」
こ
そ
、
下
社
大
祝
金
刺
昌
春
と

み
て
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
金
刺
昌
春
の
線
刻
銘
文
と
花
押
の
あ
る
八
稜
鏡
は

下
社
資
料
と
し
て
伝
来
（
信
史
⑩
（（
）
し
、
そ
の
伊
勢
御
師
に
あ
て
た
発
給
文
書
も

諏
訪
教
育
会
に
あ
っ
た
（
信
史
⑩
6（
）。
言
い
換
え
れ
ば
、
下
社
大
祝
の
金
刺
家
が

滅
亡
し
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
関
係
資
料
や
古
文
書
が
諏
訪
下
社
に
所
蔵
さ
れ
て
伝
来

す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
諏
訪
下
社
文
書
に
中
世
史
料
が
多
く
残

存
し
て
い
る
の
は
、
戦
国
期
に
廃
絶
し
た
下
社
大
祝
金
刺
家
の
史
料
を
諏
訪
神
社
が

保
存
・
継
承
し
、
そ
の
他
の
社
家
文
書
も
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
諏
訪

上
社
の
場
合
に
は
、
大
祝
諏
訪
氏
の
子
孫
が
存
続
し
家
文
書
と
し
て
伝
来
し
た
が
故

に
、
上
社
所
蔵
文
書
は
下
社
所
蔵
文
書
と
比
較
し
て
き
わ
め
て
小
数
で
あ
る
。
こ
の

現
象
は
、
諏
訪
神
社
が
所
蔵
し
て
い
る
史
料
群
は
基
本
的
に
大
祝
や
神
官
な
ど
の
社

家
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　諏
訪
神
社
史
料
の
中
で
は
、
諏
訪
神
社
が
所
蔵
す
る
も
の
は
以
上
の
ご
と
く
き
わ

め
て
少
数
で
あ
り
、
例
外
的
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
神
社
の
外
で
所
蔵
さ
れ

る
旧
神
官
・
社
家
文
書
こ
そ
が
そ
の
中
核
に
位
置
を
占
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
つ

ぎ
に
旧
神
官
所
蔵
史
料
群
を
み
よ
う
。

　Ⅱ

　旧
神
官
所
蔵
史
料
群

　下
社
大
祝
金
刺
家
は
中
世
で
断
絶
し
た
が
、
上
社
大
祝
諏
訪
家
は
近
代
ま
で
存
続

し
た
。
大
祝
諏
訪
家
は
、
諏
訪
市
神
宮
寺
と
東
京
在
住
の
当
主
の
ほ
か
に
庶
家
が
存

在
し
た
。
旧
大
祝
家
は
、
現
在
、
諏
訪
神
社
と
は
関
係
が
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
い

づ
れ
も
旧
社
家
の
個
人
史
料
と
し
て
大
量
の
史
料
群
を
所
蔵
し
て
い
る
。

　大
お
お
ほ
お
り

祝
の
ほ
か
に
、
五
官
祝
と
い
わ
れ
る
神
官
が
存
在
し
た
。
中
世
諏
訪
神
社
の
発

給
文
書
は
、
大
祝
と
権

ご
ん
ほ
お
り

祝
・
擬ぎ

ほ
お
り祝

・
副

そ
え
ほ
お
り

祝
・
禰
宜
の
四
人
の
神
官
が
連
署
す
る
配
符
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と
副
状
と
し
て
神
長
官
が
奉
じ
た
御
教
書
が
セ
ッ
ト
で
機
能
す
る
も
の
が
正
式
の
も

の
で
あ
っ
た

（
6
（

。
こ
の
神
長
官
と
権
祝
・
擬
祝
・
副
祝
・
禰
宜
の
四
人
を
五
官
祝
と
呼

ん
で
い
る

（
（
（

。
こ
の
五
官
祝
の
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
家
蔵
文
書
が
伝
来
し
て
い
た
が
、
擬

祝
家
と
副
祝
家
の
二
家
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
そ
の
概
要
は
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。

　①
諏
訪
大
祝
家
文
書

　諏
訪
頼
宣
所
蔵
の
史
料
群
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
諏
訪
市
立
博
物
館
に
寄
託
管
理

さ
れ
て
目
録
作
成
中
で
あ
る
。
系
図
や
新
出
の
写
本
、
無
年
号
古
文
書
な
ど
が
含
ま

れ
て
お
り
、
あ
き
ら
か
に
権
祝
家
矢
島
家
の
写
本
と
思
わ
れ
る
も
の
が
存
在
し
て
い

る
。
大
祝
家
や
五
官
祝
が
姻
戚
関
係
や
養
子
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
相
互
に
家
蔵
史

料
の
写
本
を
つ
く
り
、
相
伝
し
あ
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
全
容

の
解
明
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
主
要
な
も
の
は
諏
訪
頼

宣
家
と
忠
弘
家
に
分
割
伝
来
し
て
き
た

（
8
（

。

　②
守
矢
真
幸
文
書
（
神
長
官
）

　神
長
官
守
矢
家
文
書
は
長
野
県
宝
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
茅
野
市
神
長
官

守
矢
史
料
館
と
茅
野
市
立
総
合
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。
宮
地
直
一
・
寶
月
圭

吾
ら
に
よ
る
『
諏
訪
史
』〔
前
後
編
・
信
濃
教
育
会
諏
訪
部
会
一
九
三
〇
・
一
九
三
七
〕

の
中
心
的
史
料
と
な
っ
た
も
の
で
、
目
録
も
茅
野
市
神
長
官
守
矢
史
料
館
に
よ
っ
て

作
製
さ
れ
、
全
容
が
判
明
し
て
い
る

（
（
（

。
戦
後
の
諏
訪
神
社
研
究
も
、
守
矢
家
文
書
を

中
心
に
し
て
展
開
さ
れ
た

（
（（
（

。
な
お
、
守
矢
家
文
書
に
は
、
中
世
の
原
本
史
料
が
含
ま

れ
る
も
の
の
、
そ
の
多
く
が
近
世
の
写
本
で
あ
る
。
そ
の
分
類
が
詳
細
調
査
に
よ
っ

て
お
こ
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、『
信
濃
史
料
』
が
「
検
討
の
余
地
あ
り
」
と
し
た
も
の

で
も
、『
鎌
倉
遺
文
』
は
案
文
や
写
と
し
て
再
録
し
て
お
り
、
史
料
批
判
な
し
に
学

術
論
文
の
史
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
原
本
調
査
を
怠
っ
た

ま
ま
、
学
術
論
文
が
作
製
さ
れ
る
と
い
う
危
険
な
研
究
状
況
に
な
っ
て
お
り
、
注
意

が
必
要
で
あ
る
。

　と
り
わ
け
、「
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
権
祝
家
矢
崎
家
と
の
姻
戚
関
係
や
養
子
関
係

が
確
認
さ
れ
、
そ
の
際
に
権
祝
家
文
書
を
書
写
・
相
伝
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

著
名
な
嘉
暦
四
年
諏
訪
頭
役
結
番
帳
案
写
は
、
唯
一
の
写
本
と
し
て
『
信
濃
史
料
』

に
取
ら
れ
広
く
活
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
権
祝
家
矢
嶋
本
の
近
世
写
本

で
あ
り
、
現
存
の
権
祝
家
本
は
守
矢
家
本
よ
り
も
善
本
で
あ
り
、
守
矢
家
本
の
欠
字

の
ほ
と
ん
ど
が
復
原
可
能
で
あ
る
。
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
守
矢
家
文

書
の
特
徴
や
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
深
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で

あ
る

（
（（
（

。
　③

矢
島
正
昭
文
書
（
権
祝
）

　権
祝
矢
島
家
文
書
も
、
諏
訪
市
立
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
、
目
録
作
製
中
で
あ
る

（
（（
（

。

市
立
博
物
館
の
ご
協
力
で
部
分
的
に
調
査
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
嘉

暦
四
年
の
諏
訪
頭
役
結
番
帳
案
写
が
矢
島
本
に
あ
り
、『
信
濃
史
料
』
に
採
用
さ
れ

た
守
矢
本
が
こ
れ
ま
で
欠
字
と
し
た
部
分
も
か
な
り
大
幅
に
判
明
す
る
。
権
祝
矢
島

本
が
、
む
し
ろ
守
矢
本
の
藍
本
に
あ
た
る
も
の
で
、
良
質
の
写
本
で
あ
る
。

　「
諏
訪
大
明
神
絵
詞
」
は
、
大
祝
本
・
守
矢
本
の
ほ
か
に
権
祝
本
と
し
て
二
本
が

あ
り
、
錯
簡
本
の
ほ
か
に
、
権
祝
本
に
は
錯
簡
本
で
は
な
い
も
の
が
伝
来
し
て
い
る

こ
と
、
そ
こ
に
「
南
原
下
坊

　権
祝
綱
政
」
の
奥
書
が
存
在
す
る
こ
と
が
判
明
し

た
（
（（
（

。　こ
れ
ま
で
の
通
説
で
は
、
宗
詢
が
書
写
し
た
文
明
四
年
本
を
諏
訪
社
権
祝
矢
島
家

が
伝
え
、
弘
化
二
年
矢
島
真
賢
木
が
守
矢
家
を
継
承
し
て
守
矢
本
に
な
っ
た
も
の
と

さ
れ
て
き
た
。
写
本
研
究
の
到
達
点
を
つ
く
っ
た
金
井
典
美
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
写

本
は
す
べ
て
宗
詢
が
写
し
た
権
祝
家
本
系
統
の
も
の
で
、
権
祝
家
正
本
は
文
明
四
年

宗
詢
が
書
写
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
系
統
の
写
本
に
は
十
一
月
と
九
月
朔
日
神
事
と

の
間
に
錯
乱
が
あ
る
こ
と
、
梵
舜
本
（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）
は
慶
長
六
年
の
写

本
で
十
二
巻
本
か
ら
の
写
本
で
重
要
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
を
あ
き
ら
か
に
し

て
い
る

（
（（
（

。

　し
た
が
っ
て
、
権
祝
本
に
錯
簡
本
で
な
い
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
は
新
し
い
知
見

で
あ
り
、
奥
書
に
「
南
原
下
坊

　権
祝
綱
政
」
と
あ
る
こ
と
は
、
権
祝
綱
政
が
伊
那
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郡
南
原
の
文
永
寺
下
坊
に
お
い
て
の
書
写
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
綱
政
を
特
定
す
れ

ば
、
そ
の
書
写
年
代
も
特
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
権
祝
矢
島
家
所
蔵
文
書
の
中
に

「
諏
方
上
宮
権
祝
系
図
」
と
題
さ
れ
た
系
図
が
あ
る
。
二
十
一
代
の
「
権
祝
政
満
」

か
ら
記
載
が
詳
細
に
な
り
、
権
祝
政
満
―
政
綱
―
忠
綱
―
忠
政
―
綱
政
―
廣
政
―
正

賢
―
正
珉
―
正
郷
―
正
敏
ま
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
は
信
憑
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
綱
政
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
録
す
る
。

「
傳
左
衛
門
ト
号
後
ニ
宮
内
ト
改
、
実
ハ
三
上
久
助
之
嫡
子
名
於
山
石
ト
号
母

ハ
高
山
小
四
郎
ノ
娘
三
歳
ニ
テ
引
越
五
歳
ニ
テ
職
分
相
続
妻
ハ
養
父
忠
政
ノ
弟

満
綱
之
娘
、
綱
政
行
年
六
十
三
歳
明
暦
三
丁
酉
年
正
月
晦
日
卒
、
三
上
久
助
ハ

日
根
野
織
部
正
殿
之
給
人
忠
政
信
友
之
故
ヲ
以
養
子
ト
ス
三
上
氏
ハ
江
州
大
津

之
人
也
、
後
ニ
去
テ
諏
方
ヲ
、
本
国
大
津
ニ
住
ス
養
子
ヲ
長
兵
衛
ト
云
其
後
佐

渡
ニ
移
リ
彼
地
ニ
テ
卒
、
天
正
年
中
日
根
野
織
部
正
高
吉
同
織
部
正
吉
明
高
嶋

之
城
居
住
慶
長
六
ヨ
リ
諏
方
氏
再
居
住

（
（（
（

」

　こ
こ
か
ら
、
綱
政
が
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
六
十
三
歳
で
死
去
し
た
事
が
判

明
し
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
前
後
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
日
根
野

高
吉
・
吉
明
に
仕
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
江
戸
初
期
の
人
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

権
祝
家
本
や
神
長
官
・
大
祝
本
な
ど
綱
政
書
写
本
を
最
古
の
も
の
と
し
て
き
た
通
説

は
再
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
文
禄
か
ら
明
暦
三
年
に
活
躍
し
た
権
祝
綱
政

が
文
永
寺
で
書
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
守
矢
家
・
大
祝
家
本
な
ど
の
写
本
が
成
立
す

る
の
も
江
戸
中
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
守
矢
家
本
な
ど
に
は
、
国
学
者
や
神
官
層

に
よ
る
編
纂
活
動
に
よ
っ
て
幕
末
・
近
代
に
入
っ
て
史
料
が
激
増
す
る
こ
と
に
な
っ

た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
慶
長
六
年
の
梵
舜
本
こ
そ
、
名
実
と
も
に
最

古
の
古
写
本
に
あ
た
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　④
矢
崎
勝
次
郎
文
書
（
禰
宜
大
夫
）

　主
要
な
史
料
は
、
年
未
詳
長
坂
虎
房
書
状
（
（（
―
（（8
）・
年
未
詳
信
玄
書
状
（
（（

―
（（（
）、
天
正
二
年
武
田
勝
頼
書
状
（
（（
―
（（
）・
天
正
九
年
武
田
勝
頼
書
状
（
（（
―

6（
）
な
ど
戦
国
文
書
が
多
く
、
記
録
に
天
正
六
年
禰
宜
大
夫
覚
書
（
補
遺
上
（（（
）、

実
物
資
料
で
は
、
天
正
十
二
年
六
月
十
五
日
奉
納
剣
（
鉄
鐸
）
が
あ
る
。
近
世
に
は

小
出
貞
栄
が
禰
宜
大
夫
と
し
て
み
え
、
ま
た
守
矢
氏
も
禰
宜
大
夫
に
な
っ
て
い
る
。

　⑤
擬
祝

　文
政
九
年
日
記
な
ど
近
世
文
書
を
残
す
。
寛
文
九
年
に
は
小
出
貞
辰
が
擬
祝
で

あ
っ
た
が
、
の
ち
伊
藤
氏
が
勤
め
た
。
茅
野
市
高
部
西
沢
川
東
側
に
あ
っ
た
が
、
現

在
は
諏
訪
市
内
に
移
転
し
た
。
中
世
文
書
は
な
い
。

　⑥
副
祝

　寛
文
七
年
に
守
矢
従
辰
が
副
祝
で
あ
っ
た
。
諏
訪
市
神
宮
寺
長
沢
女
澤
川
を
昇
っ

た
と
こ
ろ
に
屋
敷
を
も
つ
。
中
世
文
書
は
み
ら
れ
な
い
。

　こ
れ
ら
五
官
祝
は
い
ず
れ
も
現
代
の
諏
訪
神
社
と
は
無
関
係
な
旧
社
家
で
あ
り
、

④
⑤
⑥
の
調
査
は
ほ
と
ん
ど
未
調
査
に
近
い
状
態
で
あ
る
。
今
後
の
諏
訪
神
社
の
社

家
文
書
に
つ
い
て
は
、
大
祝
家
文
書
と
五
官
祝
家
文
書
と
の
写
本
活
動
や
姻
戚
・
養

子
関
係
に
よ
る
史
料
の
出
納
関
係
の
解
明
が
、不
可
欠
な
調
査
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

　Ⅲ

　旧
職
人
・
社
僧
家
旧
蔵
史
料
群

　大
祝
・
五
官
祝
家
の
ほ
か
に
、
政
所
役
の
土
橋
家
、
宮
大
工
の
牛
山
・
原
家
や
諏

訪
神
宮
寺
の
社
僧
が
個
人
に
分
散
し
て
家
文
書
を
伝
来
し
て
い
る
。

　①
土
橋
満
麿
文
書

　御
頭
役
請
執
帳
永
禄
九
年
（
（（
―
（
）・
永
禄
十
一
年
（
（（
―
（（（
）・
十
二
年
（
（（

―
（（（
）・
元
亀
元
年
（
（（
―
（（8
）・
元
亀
三
年
（
（（
―
（（（
・
（（8
・
（（6
）
な
ど
戦
国
期
の

古
文
書
を
残
す
。

　

　②
原
英
富
文
書

　諏
訪
社
の
宮
大
工
職
を
継
承
し
た
家
で
、
江
戸
初
期
に
は
、
大
工
牛
山
家
と
小
工

原
家
が
あ
っ
た
が
、
牛
山
家
の
名
跡
を
原
家
が
継
承
し
て
、
戦
国
期
の
天
正
五
年
閏

七
月
七
日
武
田
勝
頼
宛
行
状
（
（（
―
（（（
）・
天
正
十
二
年
六
月
朔
日
御
宝
殿
御
輿
棟

札
案
写
な
ど
の
古
文
書
や
江
戸
時
代
の
古
文
書
を
伝
え
て
い
る
。
近
世
建
築
の
指
図

な
ど
関
係
史
料
を
相
伝
し
て
お
り
、
神
社
建
築
や
諏
訪
神
宮
寺
の
寺
院
建
築
の
指
図
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郡
南
原
の
文
永
寺
下
坊
に
お
い
て
の
書
写
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
綱
政
を
特
定
す
れ

ば
、
そ
の
書
写
年
代
も
特
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
権
祝
矢
島
家
所
蔵
文
書
の
中
に

「
諏
方
上
宮
権
祝
系
図
」
と
題
さ
れ
た
系
図
が
あ
る
。
二
十
一
代
の
「
権
祝
政
満
」

か
ら
記
載
が
詳
細
に
な
り
、
権
祝
政
満
―
政
綱
―
忠
綱
―
忠
政
―
綱
政
―
廣
政
―
正

賢
―
正
珉
―
正
郷
―
正
敏
ま
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
は
信
憑
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
綱
政
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
録
す
る
。

「
傳
左
衛
門
ト
号
後
ニ
宮
内
ト
改
、
実
ハ
三
上
久
助
之
嫡
子
名
於
山
石
ト
号
母

ハ
高
山
小
四
郎
ノ
娘
三
歳
ニ
テ
引
越
五
歳
ニ
テ
職
分
相
続
妻
ハ
養
父
忠
政
ノ
弟

満
綱
之
娘
、
綱
政
行
年
六
十
三
歳
明
暦
三
丁
酉
年
正
月
晦
日
卒
、
三
上
久
助
ハ

日
根
野
織
部
正
殿
之
給
人
忠
政
信
友
之
故
ヲ
以
養
子
ト
ス
三
上
氏
ハ
江
州
大
津

之
人
也
、
後
ニ
去
テ
諏
方
ヲ
、
本
国
大
津
ニ
住
ス
養
子
ヲ
長
兵
衛
ト
云
其
後
佐

渡
ニ
移
リ
彼
地
ニ
テ
卒
、
天
正
年
中
日
根
野
織
部
正
高
吉
同
織
部
正
吉
明
高
嶋

之
城
居
住
慶
長
六
ヨ
リ
諏
方
氏
再
居
住

（
（（
（

」

　こ
こ
か
ら
、
綱
政
が
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
六
十
三
歳
で
死
去
し
た
事
が
判

明
し
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
前
後
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
日
根
野

高
吉
・
吉
明
に
仕
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
江
戸
初
期
の
人
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

権
祝
家
本
や
神
長
官
・
大
祝
本
な
ど
綱
政
書
写
本
を
最
古
の
も
の
と
し
て
き
た
通
説

は
再
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
文
禄
か
ら
明
暦
三
年
に
活
躍
し
た
権
祝
綱
政

が
文
永
寺
で
書
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
守
矢
家
・
大
祝
家
本
な
ど
の
写
本
が
成
立
す

る
の
も
江
戸
中
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
守
矢
家
本
な
ど
に
は
、
国
学
者
や
神
官
層

に
よ
る
編
纂
活
動
に
よ
っ
て
幕
末
・
近
代
に
入
っ
て
史
料
が
激
増
す
る
こ
と
に
な
っ

た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
慶
長
六
年
の
梵
舜
本
こ
そ
、
名
実
と
も
に
最

古
の
古
写
本
に
あ
た
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　④
矢
崎
勝
次
郎
文
書
（
禰
宜
大
夫
）

　主
要
な
史
料
は
、
年
未
詳
長
坂
虎
房
書
状
（
（（
―
（（8
）・
年
未
詳
信
玄
書
状
（
（（

―
（（（
）、
天
正
二
年
武
田
勝
頼
書
状
（
（（
―
（（
）・
天
正
九
年
武
田
勝
頼
書
状
（
（（
―

6（
）
な
ど
戦
国
文
書
が
多
く
、
記
録
に
天
正
六
年
禰
宜
大
夫
覚
書
（
補
遺
上
（（（
）、

実
物
資
料
で
は
、
天
正
十
二
年
六
月
十
五
日
奉
納
剣
（
鉄
鐸
）
が
あ
る
。
近
世
に
は

小
出
貞
栄
が
禰
宜
大
夫
と
し
て
み
え
、
ま
た
守
矢
氏
も
禰
宜
大
夫
に
な
っ
て
い
る
。

　⑤
擬
祝

　文
政
九
年
日
記
な
ど
近
世
文
書
を
残
す
。
寛
文
九
年
に
は
小
出
貞
辰
が
擬
祝
で

あ
っ
た
が
、
の
ち
伊
藤
氏
が
勤
め
た
。
茅
野
市
高
部
西
沢
川
東
側
に
あ
っ
た
が
、
現

在
は
諏
訪
市
内
に
移
転
し
た
。
中
世
文
書
は
な
い
。

　⑥
副
祝

　寛
文
七
年
に
守
矢
従
辰
が
副
祝
で
あ
っ
た
。
諏
訪
市
神
宮
寺
長
沢
女
澤
川
を
昇
っ

た
と
こ
ろ
に
屋
敷
を
も
つ
。
中
世
文
書
は
み
ら
れ
な
い
。

　こ
れ
ら
五
官
祝
は
い
ず
れ
も
現
代
の
諏
訪
神
社
と
は
無
関
係
な
旧
社
家
で
あ
り
、

④
⑤
⑥
の
調
査
は
ほ
と
ん
ど
未
調
査
に
近
い
状
態
で
あ
る
。
今
後
の
諏
訪
神
社
の
社

家
文
書
に
つ
い
て
は
、
大
祝
家
文
書
と
五
官
祝
家
文
書
と
の
写
本
活
動
や
姻
戚
・
養

子
関
係
に
よ
る
史
料
の
出
納
関
係
の
解
明
が
、不
可
欠
な
調
査
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

　Ⅲ

　旧
職
人
・
社
僧
家
旧
蔵
史
料
群

　大
祝
・
五
官
祝
家
の
ほ
か
に
、
政
所
役
の
土
橋
家
、
宮
大
工
の
牛
山
・
原
家
や
諏

訪
神
宮
寺
の
社
僧
が
個
人
に
分
散
し
て
家
文
書
を
伝
来
し
て
い
る
。

　①
土
橋
満
麿
文
書

　御
頭
役
請
執
帳
永
禄
九
年
（
（（
―
（
）・
永
禄
十
一
年
（
（（
―
（（（
）・
十
二
年
（
（（

―
（（（
）・
元
亀
元
年
（
（（
―
（（8
）・
元
亀
三
年
（
（（
―
（（（
・
（（8
・
（（6
）
な
ど
戦
国
期
の

古
文
書
を
残
す
。

　

　②
原
英
富
文
書

　諏
訪
社
の
宮
大
工
職
を
継
承
し
た
家
で
、
江
戸
初
期
に
は
、
大
工
牛
山
家
と
小
工

原
家
が
あ
っ
た
が
、
牛
山
家
の
名
跡
を
原
家
が
継
承
し
て
、
戦
国
期
の
天
正
五
年
閏

七
月
七
日
武
田
勝
頼
宛
行
状
（
（（
―
（（（
）・
天
正
十
二
年
六
月
朔
日
御
宝
殿
御
輿
棟

札
案
写
な
ど
の
古
文
書
や
江
戸
時
代
の
古
文
書
を
伝
え
て
い
る
。
近
世
建
築
の
指
図

な
ど
関
係
史
料
を
相
伝
し
て
お
り
、
神
社
建
築
や
諏
訪
神
宮
寺
の
寺
院
建
築
の
指
図
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を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　諏
訪
上
社
神
宮
寺
の
指
図
に
つ
い
て
は
、
廃
仏
毀
釈
で
破
壊
さ
れ
た
諏
訪
上
社
神

宮
寺
の
指
図
と
し
て
、
喬
木
村
歴
史
民
俗
資
料
館
に
伝
来
し
た
も
の
が
市
町
村
誌
な

ど
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、原
家
所
蔵
の
神
宮
寺
建
築
指
図
と
比
較
す
る
と
、

き
わ
め
て
異
な
る
部
分
が
多
い
。
明
治
廃
仏
毀
釈
関
係
史
料
の
史
料
批
判
の
た
め
に

も
、
原
家
の
近
世
建
築
指
図
の
詳
細
調
査
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
現
在
で
は
、

原
家
も
諏
訪
神
社
と
は
無
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
七
年
一
度
の
御
柱
祭
で

は
、
御
柱
の
冠
落
と
し
の
役
は
原
家
が
勤
め
て
い
る
。
な
ぜ
、
自
分
の
家
が
御
柱
の

冠
落
と
し
の
役
を
勤
め
る
の
か
不
明
で
あ
っ
た
が
、
宮
大
工
の
家
柄
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
あ
り
が
た
い
と
語
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

　③
諏
訪
上
社
神
宮
寺
関
係
資
料

　明
治
廃
仏
毀
釈
以
後
に
、
上
社
神
宮
寺
と
そ
の
院
家
に
あ
っ
た
仏
像
・
聖
教
類
・

古
文
書
な
ど
は
、
社
僧
の
家
文
書
と
し
て
伝
来
し
た
あ
と
、
還
俗
し
た
た
め
、
諏
訪

郡
内
の
関
係
寺
院
な
ど
に
配
分
さ
れ
、
大
町
市
・
松
本
市
・
諏
訪
郡
内
・
伊
那
郡
内

の
諸
寺
院
・
個
人
に
流
出
・
諏
訪
教
育
会
な
ど
に
一
部
保
管
さ
れ
る
な
ど
数
奇
な
運

命
を
た
ど
っ
た
。
旧
院
家
の
古
文
書
や
仏
具
類
は
い
ま
で
も
市
場
に
出
回
る
こ
と
が

つ
づ
い
て
い
る
。
一
例
と
し
て
、
聖
教
類
を
も
っ
て
い
た
小
島
家
は
東
京
に
移
転
世

代
交
代
が
進
展
し
て
史
料
類
は
不
明
で
あ
る
。
上
社
神
宮
寺
の
院
家
妙
法
院
は
、
如

法
院
文
書
（
滝
沢
家
）・
永
禄
十
年
武
田
信
玄
朱
印
状
（
（（
―
（8（
）
な
ど
を
は
じ
め

多
く
の
写
経
類
・
聖
教
類
・
仏
像
群
が
伝
来
し
た
。
し
か
し
、
還
俗
し
て
滝
沢
家
と

し
て
相
伝
し
た
資
料
群
も
分
散
流
出
し
市
場
に
出
て
い
る
。

　④
諏
訪
下
社
神
宮
寺
関
係
史
料

　下
諏
訪
町
の
宮
坂
美
都
子
所
蔵
と
し
て
、
戦
国
文
書
の
写
が
伝
来
す
る
。
主
要
な

も
の
で
は
、
天
文
十
一
年
武
田
信
玄
寄
進
状
（
（（
―
（8（
）・
天
文
二
十
一
年
長
坂
虎

房
寄
進
状
写
（
（（
―
（（0
）・
永
禄
十
年
武
田
信
玄
朱
印
状
案
（
（（
―
（8（
）・
年
未
詳
信

玄
書
状
（
（（
―
（（（
）・
天
正
五
年
武
田
勝
頼
判
物
案
（
（（
―
（（0
）・
七
月
廿
一
日
朱
印

状
案
・
天
正
九
年
武
田
勝
頼
朱
印
状
（
（（
―
（
）･

天
正
三
年
武
田
勝
頼
朱
印
状
写

（
（（
―
（8（
）・
天
正
六
年
武
田
勝
頼
朱
印
状
写
（
（（
―
（6（
）
な
ど
で
あ
る
。
諏
訪
下
社

神
宮
寺
の
三
精
寺
を
中
心
に
社
僧
関
係
史
料
の
写
や
聖
経
類
も
所
蔵
し
て
い
る
。

　Ⅳ

　旧
小
社
祝
・
神
人
史
料
群

　九
頭
井
神
社
の
神
主
矢
島
家
・
武
井
神
社
の
祝
武
居
家
や
、
千
野
・
諏
訪
・
河
西

家
な
ど
造
営
銭
の
執
（
取
）
手
衆
や
郷
村
の
小
社
祝
家
で
諏
訪
神
社
の
諸
舎
造
営
請

負
担
当
の
家
に
伝
来
し
た
文
書
が
存
在
す
る
。

　①
矢
島
斎
文
書
（
茅
野
市
上
原
）（
九
頭
井
神
社
神
主
）

　永
禄
九
年
武
田
信
玄
寄
進
状
（
（（
―
（（
）
な
ど
を
所
蔵
。
九
頭
井
大
夫
な
ど
と
み

え
る
が
、
九
頭
井
神
社
の
神
主
家
で
あ
っ
た
。

　②
武
井
斎
治
文
書

　天
正
六
年
五
月
廿
七
日
武
田
勝
頼
朱
印
状
案
（
（（
―
（（0
）・
織
田
信
長
禁
制
（
（（

―
（8（
）
な
ど
を
相
伝
す
る
。
前
者
は
武
居
庄
宛
て
で
あ
り
、
武
居
祝
の
家
柄
と
考
え

ら
れ
る
。

　③
千
野
俊
次
文
書
（
諏
訪
市
片
羽
・
本
町
）

　千
野
家
は
大
祝
家
の
申
次
を
行
う
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
伊
勢
早
雲
書
状
な
ど

か
ら
あ
き
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
社
家
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
外
記
太
夫
を
官

途
と
し
て
い
る
（
⑯
（（（
・
（（6
）
し
、
神
使
御
頭
の
内
県
介
を
「
恒
例
の
如
く
」
勤
仕

し
、
神
使
を
千
野
眞
子
三
男
が
勤
め
て
い
る
（
⑨
（（（
）。
早
く
か
ら
武
将
化
し
、
千

野
光
成
は
信
玄
の
諏
訪
頼
継
戦
で
は
い
ち
早
く
信
玄
方
に
属
し
て
戦
功
を
挙
げ
て
い

る
。
戦
国
期
は
、
靭
負
尉
を
官
途
と
し
て
い
る
。
主
要
な
史
料
は
、
足
利
永
寿
王
書

状
（
宝
徳
元
年
）、
伊
勢
宗
瑞
書
状
（
⑩
（（（
）、
天
文
十
一
年
板
垣
信
方
安
堵
状
案

（
（（
―
（（（
）・
天
文
十
二
年
武
田
晴
信
安
堵
状
（
（（
―
（0（
）・
千
野
靭
負
尉
目
安
案
（
（（

―
（（（
）・
天
文
十
七
年
武
田
晴
信
宛
行
状
（
（（
―
（68
）・
天
文
二
十
年
長
坂
虎
房
書
状

（
（（
―
（（（
）・
弘
治
三
年
目
安
案
（
⑫
（（（
）・
永
禄
九
年
武
田
信
玄
朱
印
状
（
（（
―
（
）、

元
亀
二
年
武
田
朱
印
状
（
（（
―
（（8
）・
天
正
六
年
武
田
勝
頼
造
営
手
形
な
ど
武
田
家

と
の
関
係
を
示
す
戦
国
期
の
古
文
書
原
本
が
多
い
。
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　な
お
、
千
野
靭
負
尉
と
同
名
で
あ
る
千
野
出
雲
は
、
永
禄
九
年
年
閏
八
月
信
玄
か

ら
辰
野
之
地
一
貫
五
百
文
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
（
⑬
（（
）。
こ
の
一
門
に
、
千
野
兵

庫
文
書
（
諏
訪
市
本
町
）
が
あ
る
。
天
文
十
七
年
武
田
信
兼
書
状
（
（（
―
（0（
）・
元

亀
四
年
武
田
信
綱
判
物
な
ど
を
所
蔵
す
る
。

　④
河
西
信
三
・
河
西
五
郎
文
書
（
諏
訪
市
）

　こ
の
河
西
氏
も
出
自
が
不
明
で
あ
る
。
天
正
四
年
武
田
勝
頼
朱
印
状
（
⑬
（（（
）、

天
正
十
一
年
諏
訪
頼
忠
朱
印
状（
⑯
（6
）、
天
正
十
四
年
諏
訪
頼
忠
朱
印
状（
⑯
）（
鉄

炮
玉
薬
武
具
嗜
之
可
奉
公
）
な
ど
の
戦
国
文
書
を
所
蔵
す
る
。
こ
の
一
門
に
は
神
奈

川
県
に
移
住
し
た
河
西
竜
二
家
に
も
、
永
禄
十
三
年
武
田
信
玄
感
状
案
（
⑬
（6（
）、

天
正
二
年
武
田
勝
頼
朱
印
状
案
（
⑭
（
）、
天
正
十
六
年
諏
訪
頼
忠
朱
印
状
案
（
⑯

（（（
）
な
ど
を
所
蔵
し
て
い
る
。
た
だ
、
河
西
但
馬
守
虎
満
は
、
天
正
三
年
前
後
に
春

芳
軒
宗
軒
・
子
息
小
田
切
神
七
郎
昌
親
・
同
跡
部
新
八
郎
昌
光
に
よ
る
下
社
神
宮
寺

千
手
堂
建
立
の
棟
札
に
連
署
し
て
い
る
（
⑭
（（
）。
そ
れ
ゆ
え
諏
訪
社
造
営
事
業
で

の
取
手
衆
の
一
員
と
考
え
ら
れ
る
。

　以
上
が
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
、
中
世
の
諏
訪
神
社
関
係
文
書
を
所
蔵
し
て
い
る

主
要
な
家
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
諏
訪
神
社
史
料
の
特
徴
と
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
古

代
・
中
世
に
お
い
て
は
、
諏
訪
神
社
本
体
が
所
蔵
し
て
い
た
史
料
群
は
な
き
に
等
し

い
ほ
ど
で
あ
り
、
大
量
の
文
書
群
が
諏
訪
大
祝
家
や
神
長
官
・
権
祝
・
擬
祝
・
副
祝
・

禰
宜
太
夫
家
の
五
官
祝
家
や
そ
の
他
の
社
家
文
書
と
し
て
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
下
社
大
祝
金
刺
家
の
没
落
に
よ
っ
て
そ
の
関
係
史
料
群
が
大

社
下
社
に
伝
来
し
、
明
治
維
新
・
廃
仏
毀
釈
の
後
、
一
部
は
旧
社
家
か
ら
流
出
す
る

一
方
、
徐
々
に
諏
訪
神
社
に
寄
進
・
買
戻
さ
れ
る
も
の
が
現
れ
た
。
近
代
の
国
家
神

道
の
下
で
諏
訪
神
社
の
神
職
が
旧
社
家
関
係
者
と
無
関
係
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
現
在
で
は
諏
訪
神
社
と
は
直
接
関
係
の
な
く
な
っ
た
旧
社
家
文
書
と
し
て
大
半

の
史
料
群
が
個
人
所
蔵
に
な
っ
て
い
る
。
一
部
は
、
博
物
館
な
ど
に
寄
託
さ
れ
て
い

る
が
、
他
方
で
は
未
調
査
の
ま
ま
散
逸
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る

と
い
え
る
。

　諏
訪
神
社
史
料
群
の
性
格
を
考
え
る
場
合
に
は
、
と
く
に
明
治
期
の
廃
仏
毀
釈
・

神
仏
分
離
に
よ
っ
て
大
き
な
変
革
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
特
別
の
留
意
が
必
要
で
あ

る
。
そ
れ
な
く
し
て
は
、
史
料
群
の
全
体
像
を
理
解
し
え
な
い
。
以
下
、
そ
の
点
に

つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

❷
廃
仏
毀
釈
・
神
仏
分
離
に
よ
る
神
宮
寺
関
係
史
料
の
流
失
と
近
代

の
諏
訪
縁
起
創
出

　Ⅰ

　諏
訪
神
社
の
神
仏
分
離

　こ
れ
ま
で
、
諏
訪
神
社
の
廃
仏
毀
釈
に
つ
い
て
は
、
鷲
尾
順
敬
に
よ
っ
て
経
過
が

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
鷲
尾
の
報
告
は
、「
右
大
正
九
年
八
月
十
一
日
、
十
二
日
、

十
三
日
諏
訪
に
滞
在
し
上
社
下
社
及
び
関
係
諸
家
を
訪
問
し
て
調
査
す
」
と
あ
る
。

鷲
尾
が
依
拠
し
た
史
料
は
、
庄
屋
笠
原
五
右
衛
門
日
記
「
年
内
諸
事
日
記
覚
書
」、

宮
奉
行
伊
藤
主
膳
日
記
「
御
用
日
記
」、「
諏
訪
大
祝
日
記
」
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら

に
よ
り
調
査
報
告
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る

（
（（
（

。
そ
こ
で
は
、「
一
、仏
寺
の
由
来
、二
、

年
中
行
事
及
び
社
僧
の
職
務
、
三
、
仏
寺
及
び
仏
教
関
係
の
建
築
物
の
破
壊
」
の
三

項
目
に
つ
い
て
調
査
結
果
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
一
年
中
最

大
の
行
事
は
、
四
月
十
四
日
如
法
経
日
々
三
時
勤
行
で
、
如
法
院
は
大
に
勢
力
が

あ
っ
た
こ
と
。
上
諏
訪
の
松
沢
義
章
の
平
田
国
学
、
下
社
大
祝
金
刺
振
古
の
国
学
振

興
（
飛
騨
田
中
大
秀
、
上
野
飯
塚
久
敏
の
講
義
）、
社
人
に
よ
る
国
学
研
究
、
社
僧

の
上
位
と
社
人
と
の
対
立
、
神
仏
分
離
令
に
社
人
ら
踊
躍
し
、
仏
教
関
係
の
堂
塔
ら

を
撤
去
せ
ん
と
し
た
が
、
一
藩
の
人
民
は
進
ん
で
そ
の
事
に
あ
た
ろ
う
と
し
な
い
の

で
社
人
が
京
都
に
上
り
訴
え
た
こ
と
、
な
ど
に
注
目
し
て
い
る
。
廃
仏
毀
釈
の
経
過

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

慶
応
四
・
六
．
一
五

　京
都
か
ら
政
府
監
察
官
富
澆
夫
、
副
使
中
川
陸
奥
が
高

島
藩
下
向

　同

　
　六

．
一
九

　神
領
人
足
の
動
員
し
て
、
諏
訪
神
社
境
内
の
仏
教
堂
塔
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（
上

　社
（（
箇
所
、
下
社
（
箇
所
）
を
取
り
壊
し

　
　
　
　
　
　六

．
二
二

　政
府
監
察
使
の
帰
京

　
　
　一

二
．
一
～
一
九

　村
方
に
て
上
社
普
賢
堂
、
薬
師
堂
、
釈
迦
堂
、
大

般
若
堂
、
納
経
堂
、
如
法
院
・
護
摩
堂
、
仁
王
門
、
経
堂
、
五
重
塔
な
ど
の
解

体
、
売
却
、
払
下
（
入
札
）。

　こ
の
鷲
尾
説
に
批
判
的
な
見
解
が
、
今
井
真
樹
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
今

井
は
、「
史
実
の
紙
上
保
存
」
を
目
的
に
す
る
と
し
て
「
鷲
尾
順
敬
『
明
治
維
新
神

仏
分
離
史
料
』
中
に
ま
と
め
ら
れ
た
史
料
は
本
稿
で
は
可
成
取
扱
は
ぬ
事
に
し
た
」

と
し
て
、「
上
社
十
一
箇
所
堂
塔
御
取
除
キ
材
木
（
鉄
物
）
取
調
帳
（
明
治
元
年

十
二
月
）」「
盛
蓮
寺
文
書
」「
検
校
太
夫
届
出
」「
参
籠
所
日
記
」
な
ど
に
よ
っ
て
記

録
を
残
し
て
い
る

（
（（
（

。
鷲
尾
が
収
集
・
依
拠
し
た
史
料
と
は
異
な
る
廃
仏
毀
釈
の
史
料

を
別
に
今
井
が
収
集
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
井
は
、「
二
、
各
廃
寺
遺
跡
の
来
歴

　三
、
付
属
寺
院
の
神
勤
と
寺
社
の
衝
突
」
に
つ
い
て
詳
細
に
記
述
し
、
年
未
詳
の

「
蓮
池
院
訴
訟
に
つ
い
て
社
家
よ
り
御
答
の
留
書
」（
宝
暦
か
）
を
根
拠
に
、
近
世
諏

訪
社
内
部
で
社
家
と
僧
侶
の
衝
突
が
激
し
か
っ
た
こ
と
。
元
治
元
年
十
二
月
十
七
日

下
社
千
手
堂
火
災
を
め
ぐ
る
社
坊
と
神
宮
寺
僧
と
の
責
任
問
題
訴
訟
。
元
禄
頃
大
禰

宜
桜
井
左
内
が
吉
川
惟
足
と
結
ん
だ
こ
と
、
天
保
頃
香
川
景
樹
の
門
人
今
井
信
吉
が

進
出
し
た
こ
と
、
幕
末
に
平
田
門
人
松
沢
義
章
や
本
居
門
人
宮
坂
久
寛
、
飯
田
武
郷

ら
が
台
頭
し
て
諏
訪
国
学
の
基
礎
を
き
づ
い
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。「
四
、

明
治
維
新
当
時
除
仏
の
実
際
」
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
し
、
鷲
尾
説
と

の
違
い
を
強
調
し
て
い
る
。

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
三
．
一
二

　神
仏
分
離
令
。
四
．
一
○

　太
政
官

神
祇
官
通
達
。
四
・
一
六
～
一
七
、
高
島
御
役
所
が
社
方
・
寺
方
に
申
し
渡
。

六
・
一
五
大
鑑
使
の
下
向
。
六
・
一
七
寺
方
よ
り
除
仏
の
請
書
、
還
俗
名
届
書
。

六
・
一
九
、
高
部
、
宮
田
、
渡
の
人
足
に
法
被
を
着
せ
鉄
塔
、
大
般
若
堂
、
納

経
堂
、
薬
師
堂
、
釈
迦
堂
、
五
重
塔
、
如
法
院
護
摩
堂
取
り
壊
し
、
普
賢
堂
大

あ
ら
し
。
六
・
二
○
、
使
者
下
諏
訪
滞
在
、
取
り
壊
し
延
期
、
上
下
社
と
も
に

売
物
に
よ
る
入
札
を
ま
つ
。
六
・
二
一
、
鑑
察
使
帰
京
。
八
～
九
月
競
争
し
て

破
却
に
取
り
掛
か
る
。九
・
四
、堂
塔
取
除
分
を
神
宮
寺
村
へ
の
下
け
渡
し
申
請
。

一
一
・
三
○
真
志
野
村
へ
普
賢
堂
・
五
重
塔
取
壊
落
札
。
一
二
・
三
～
七
普
賢

堂
取
壊
。

　今
井
は
、「
五
、
除
仏
後
始
末
」
と
し
て
、
諏
訪
神
社
の
廃
仏
毀
釈
の
特
徴
を
つ

ぎ
の
四
点
に
ま
と
め
て
い
る
。
①
村
方
人
足
の
動
員
に
よ
る
強
制
的
取
壊
し
。
②
信

濃
一
宮
と
し
て
の
社
格
維
持
。
③
県
内
に
お
け
る
最
初
の
廃
仏
毀
釈
の
「
典
型
例
」。

④
現
在
に
至
る
ま
で
、
諏
訪
上
社
・
下
社
に
は
仏
教
的
要
素
の
あ
る
も
の
は
す
べ
て

神
社
の
外
に
出
し
た
と
す
る
。

　こ
の
今
井
説
と
鷲
尾
説
と
を
比
較
す
る
と
、
鷲
尾
説
は
慶
応
四
年
六
月
の
鑑
察
使

の
行
動
を
中
心
に
ま
と
め
、
仏
塔
舎
の
解
体
を
一
二
月
に
略
述
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
今
井
説
は
鑑
察
使
帰
京
か
ら
一
二
月
ま
で
の
諏
訪
地
方
の
村
落
内
部

の
動
向
を
中
心
に
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
諏
訪
神
社
の
廃
仏
毀
釈
の
実
態

に
つ
い
て
、
両
説
は
基
本
的
な
史
実
の
一
致
を
み
て
い
な
い
。
そ
の
後
、『
諏
訪
市

史

　下
巻
』〔
諏
訪
市
一
九
七
六
〕・『
茅
野
市
史
上
中
下
』〔
茅
野
市
一
九
八
○
～
八
七
〕

に
お
い
て
も
、
諏
訪
神
社
の
廃
仏
毀
釈
は
概
説
さ
れ
る
の
み
で
新
規
の
史
料
発
掘
は

な
さ
れ
て
い
な
い
。
鷲
尾
説
と
今
井
説
の
矛
盾
に
つ
い
て
も
注
意
が
む
け
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
は
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。

　Ⅱ

　廃
仏
毀
釈･

神
仏
分
離
の
新
史
料
と
神
宮
寺
の
織
豊
期
再
建
説

　1
．
廃
仏
毀
釈
に
関
す
る
近
代
史
料
の
発
見

　一
九
九
六
年
、
諏
訪
市
仏
法
弘
隆
寺
・
岡
谷
市
昌
福
寺
の
調
査
で
は
、
廃
仏
毀
釈

に
関
す
る
近
代
史
料
を
数
点
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　　年次

史
料
名

差
出
人

宛
先

所
蔵
者

①
慶
応
（

「
両
社
仏
閣
社
僧
寺
院
御
廃
一
流

諸
般
記
」

談
林
所
納
所

仏
法
寺

表
1
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②
慶
応
（
・
6

奉
招
請
契
証
文

仏
法
紹
隆
寺

上
社
神
宮
寺
宛

　同

③
慶
応
（
・
6

普
賢
菩
薩
像
・
文
殊
菩
薩
像
支

證

上
社
神
宮
寺

仏
法
紹
隆
寺
宛

　同

④
明
治
（
・
（

木
蓮
華
・
五
具
足
等
代
金
請
取

状

神
原
役
人

仏
法
寺
御
納
所

宛

　同

⑤
昭
和
（（
・
（･

（
如
法
院
旧
蔵
普
賢
像
移
管
契
約

状

安
曇
郡
盛
蓮
寺
仏
法
紹
隆
寺
住

職
宛

　同

⑥
慶
応
（
・
（

神
原
図
書
頼
高
付
属
状

　神
宮

寺

諏
訪
郡
乙
事
法

隆
寺

不
動
明
王
小
福
昌
福
寺

⑦
明
治
（
・
（

法
隆
寺
法
山
観
詳
譲
状

　観
詳

昌
福
寺
住
職

不
動
明
王
画

像
・
不
動
尊

　同

　こ
れ
ら
の
新
出
史
料
の
う
ち
、
②
③
に
よ
れ
ば
、
慶
応
四
年
六
月
に
諏
訪
上
社
神

宮
寺
旧
蔵
の
普
賢
菩
薩
・
文
殊
菩
薩
立
像
二
体
が
、
仏
法
紹
隆
寺
に
移
管
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
判
明
す
る
。
今
井
説
を
裏
付
け
る
史
料
と
い
え
よ
う
。
⑤
に
よ
れ
ば
、
上

坊
如
法
院
旧
蔵
の
普
賢
菩
薩
像
が
大
町
市
盛
蓮
寺
か
ら
昭
和
十
五
年
に
な
っ
て
仏
法

紹
隆
寺
移
動
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
⑥
⑦
に
よ
れ
ば
、
慶
応
四
年
九
月
に
如
法
院
旧

蔵
の
不
動
明
王
画
像
が
富
士
見
町
乙
事
の
法
隆
寺
に
移
り
、
明
治
九
年
に
法
隆
寺
か

ら
岡
谷
市
昌
福
寺
に
移
動
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　と
り
わ
け
、
新
出
史
料
①
は
、
慶
応
四
年
当
時
か
ら
廃
仏
毀
釈
の
実
態
を
談
林
所

納
所
が
記
録
し
た
在
地
側
の
記
録
で
詳
細
で
あ
る

（
（（
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
概
要
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
あ
る
。

　慶
応
四
・
八
・
晦
、
仏
法
寺
が
両
社
本
地
堂
、
五
重
塔
、
三
重
塔
、
鐘
楼
、
本

堂
秘
仏
を
真
言
一
派
へ
の
下
置
く
よ
う
に
申
請
。
九
・
一
、
仏
法
寺
が
、
上
社
六
か

寺
・
下
社
三
か
寺
を
仏
法
寺
十
四
か
寺
と
同
様
に
取
り
扱
う
よ
う
高
島
御
役
所
に
申

請
。
九
・
一
九
、
温
泉
寺
よ
り
鉄
塔
・
五
重
塔
・
普
賢
堂
頂
戴
の
願
書
、
照
光
寺
よ

り
千
手
堂
・
三
重
塔
・
鐘
楼
・
仁
王
門
頂
戴
の
願
書
が
出
さ
れ
る
。
九
・
二
○
、
神

宮
寺
村
名
主
ら
が
普
賢
堂
境
内
の
替
地
と
普
賢
堂
・
五
重
塔
・
鐘
楼
・
仁
王
門
金
銅

籠
二
本
頂
戴
の
願
書
を
提
出
。
九
・
二
五
、
京
都
表
よ
り
明
治
改
元
の
書
状
。
一
○
・

三
、
仏
法
寺
が
、
上
社
取
除
堂
塔
を
残
ら
ず
神
宮
寺
村
武
井
城
に
転
地
再
建
し
支
配

所
の
下
に
置
く
よ
う
に
と
の
願
書
を
御
用
人
高
山
彦
右
衛
門
殿
へ
差
出
。
一
一
月
当

社
堂
塔
一
派
配
当
入
札
高
札
覚
。
明
治
二
・
二
・
一
二
、
月
番
千
野
新
左
衛
門
殿
よ

り
明
日
登
城
す
る
よ
う
仏
法
寺
に
書
状
。
二
・
一
三
、
両
社
堂
塔
配
分
に
つ
い
て
、

神
祇
官
よ
り
一
旦
取
除
い
た
堂
塔
ゆ
え
不
宜
趣
の
仰
が
出
て
神
宮
寺
武
井
城
跡
へ
の

転
地
再
建
案
が
拒
否
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　し
た
が
っ
て
、
こ
の
新
史
料
は
、
六
月
鑑
察
使
帰
京
以
後
か
ら
翌
明
治
二
年
二
月

ま
で
の
諏
訪
地
方
の
村
落
内
部
の
動
向
を
村
の
側
で
記
録
し
た
在
地
史
料
で
あ
る
こ

と
が
判
明
す
る
。
こ
こ
か
ら
新
史
実
と
し
て
判
明
す
る
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で

あ
る
。

（
（
）

　廃
仏
毀
釈
に
つ
い
て
村
方
が
非
協
力
の
た
め
、
仏
法
寺
か
ら
は
上
下
社
取

除
き
堂
塔
を
払
い
下
げ
る
よ
う
要
請
が
高
嶋
藩
に
出
さ
れ
、
神
宮
寺
村
か
ら
は
武

井
城
跡
に
神
宮
寺
を
転
地
再
建
の
申
請
書
が
出
さ
れ
、
高
嶋
藩
か
ら
神
祇
官
に
伺

書
が
出
さ
れ
て
い
た
。
神
仏
分
離
を
暴
力
的
破
壊
的
形
態
で
は
な
く
、
移
転
再
建

策
と
い
う
具
体
的
献
策
に
よ
っ
て
実
施
し
よ
う
と
す
る
改
善
案
が
民
間
か
ら
提
案

さ
れ
、
藩
当
局
を
通
じ
て
神
祇
官
に
ま
で
上
申
さ
れ
て
い
た
。

（
（
）

　神
祇
官
は
移
転
再
建
策
の
実
行
を
否
定
し
、
神
宮
寺
の
仏
教
的
遺
物
は
す

べ
て
流
転
・
散
逸
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
政
府
内
部
に
お
け
る
神
祇
官
の
位

置
や
権
限
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
解
明
が
必
要
に
な
る
。

　こ
う
し
て
み
れ
ば
、
今
な
お
廃
仏
毀
釈
・
神
仏
分
離
の
歴
史
経
過
に
つ
い
て
は
不

明
な
点
が
多
く
、
在
地
に
お
け
る
関
係
史
料
の
博
捜
が
必
要
で
あ
り
、
地
域
近
代
史

研
究
の
課
題
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　2
．
上
下
社
神
宮
寺
旧
蔵
資
料
の
再
検
討

　上
記
の
史
料
か
ら
、
諏
訪
上
下
社
神
宮
寺
の
文
化
財
や
資
料
は
、
慶
応
四
年
六
月

か
ら
九
月
を
へ
て
流
出
し
、
明
治
二
年
に
月
に
武
井
城
跡
へ
の
転
地
移
転
策
が
神
祇

官
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
て
か
ら
、
流
失
・
散
逸
が
激
し
く
な
り
、
昭
和
年
代
に
も
移

転
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　［
神
宮
寺
資
料
の
再
検
討
］

　一
九
九
五
年
か
ら
九
七
年
ま
で
の
調
査
で
再
確
認
し
て
み
る
と
、
一
部
と
は
い
え

こ
れ
ま
で
の
通
説
と
異
な
る
事
象
が
判
明
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
主
要
な
も
の
を
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②
慶
応
（
・
6

奉
招
請
契
証
文

仏
法
紹
隆
寺

上
社
神
宮
寺
宛

　同

③
慶
応
（
・
6

普
賢
菩
薩
像
・
文
殊
菩
薩
像
支

證

上
社
神
宮
寺

仏
法
紹
隆
寺
宛

　同

④
明
治
（
・
（

木
蓮
華
・
五
具
足
等
代
金
請
取

状

神
原
役
人

仏
法
寺
御
納
所

宛

　同

⑤
昭
和
（（
・
（･

（
如
法
院
旧
蔵
普
賢
像
移
管
契
約

状

安
曇
郡
盛
蓮
寺
仏
法
紹
隆
寺
住

職
宛

　同

⑥
慶
応
（
・
（

神
原
図
書
頼
高
付
属
状

　神
宮

寺

諏
訪
郡
乙
事
法

隆
寺

不
動
明
王
小
福
昌
福
寺

⑦
明
治
（
・
（

法
隆
寺
法
山
観
詳
譲
状

　観
詳

昌
福
寺
住
職

不
動
明
王
画

像
・
不
動
尊

　同

　こ
れ
ら
の
新
出
史
料
の
う
ち
、
②
③
に
よ
れ
ば
、
慶
応
四
年
六
月
に
諏
訪
上
社
神

宮
寺
旧
蔵
の
普
賢
菩
薩
・
文
殊
菩
薩
立
像
二
体
が
、
仏
法
紹
隆
寺
に
移
管
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
判
明
す
る
。
今
井
説
を
裏
付
け
る
史
料
と
い
え
よ
う
。
⑤
に
よ
れ
ば
、
上

坊
如
法
院
旧
蔵
の
普
賢
菩
薩
像
が
大
町
市
盛
蓮
寺
か
ら
昭
和
十
五
年
に
な
っ
て
仏
法

紹
隆
寺
移
動
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
⑥
⑦
に
よ
れ
ば
、
慶
応
四
年
九
月
に
如
法
院
旧

蔵
の
不
動
明
王
画
像
が
富
士
見
町
乙
事
の
法
隆
寺
に
移
り
、
明
治
九
年
に
法
隆
寺
か

ら
岡
谷
市
昌
福
寺
に
移
動
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　と
り
わ
け
、
新
出
史
料
①
は
、
慶
応
四
年
当
時
か
ら
廃
仏
毀
釈
の
実
態
を
談
林
所

納
所
が
記
録
し
た
在
地
側
の
記
録
で
詳
細
で
あ
る

（
（（
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
概
要
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
あ
る
。

　慶
応
四
・
八
・
晦
、
仏
法
寺
が
両
社
本
地
堂
、
五
重
塔
、
三
重
塔
、
鐘
楼
、
本

堂
秘
仏
を
真
言
一
派
へ
の
下
置
く
よ
う
に
申
請
。
九
・
一
、
仏
法
寺
が
、
上
社
六
か

寺
・
下
社
三
か
寺
を
仏
法
寺
十
四
か
寺
と
同
様
に
取
り
扱
う
よ
う
高
島
御
役
所
に
申

請
。
九
・
一
九
、
温
泉
寺
よ
り
鉄
塔
・
五
重
塔
・
普
賢
堂
頂
戴
の
願
書
、
照
光
寺
よ

り
千
手
堂
・
三
重
塔
・
鐘
楼
・
仁
王
門
頂
戴
の
願
書
が
出
さ
れ
る
。
九
・
二
○
、
神

宮
寺
村
名
主
ら
が
普
賢
堂
境
内
の
替
地
と
普
賢
堂
・
五
重
塔
・
鐘
楼
・
仁
王
門
金
銅

籠
二
本
頂
戴
の
願
書
を
提
出
。
九
・
二
五
、
京
都
表
よ
り
明
治
改
元
の
書
状
。
一
○
・

三
、
仏
法
寺
が
、
上
社
取
除
堂
塔
を
残
ら
ず
神
宮
寺
村
武
井
城
に
転
地
再
建
し
支
配

所
の
下
に
置
く
よ
う
に
と
の
願
書
を
御
用
人
高
山
彦
右
衛
門
殿
へ
差
出
。
一
一
月
当

社
堂
塔
一
派
配
当
入
札
高
札
覚
。
明
治
二
・
二
・
一
二
、
月
番
千
野
新
左
衛
門
殿
よ

り
明
日
登
城
す
る
よ
う
仏
法
寺
に
書
状
。
二
・
一
三
、
両
社
堂
塔
配
分
に
つ
い
て
、

神
祇
官
よ
り
一
旦
取
除
い
た
堂
塔
ゆ
え
不
宜
趣
の
仰
が
出
て
神
宮
寺
武
井
城
跡
へ
の

転
地
再
建
案
が
拒
否
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　し
た
が
っ
て
、
こ
の
新
史
料
は
、
六
月
鑑
察
使
帰
京
以
後
か
ら
翌
明
治
二
年
二
月

ま
で
の
諏
訪
地
方
の
村
落
内
部
の
動
向
を
村
の
側
で
記
録
し
た
在
地
史
料
で
あ
る
こ

と
が
判
明
す
る
。
こ
こ
か
ら
新
史
実
と
し
て
判
明
す
る
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で

あ
る
。

（
（
）

　廃
仏
毀
釈
に
つ
い
て
村
方
が
非
協
力
の
た
め
、
仏
法
寺
か
ら
は
上
下
社
取

除
き
堂
塔
を
払
い
下
げ
る
よ
う
要
請
が
高
嶋
藩
に
出
さ
れ
、
神
宮
寺
村
か
ら
は
武

井
城
跡
に
神
宮
寺
を
転
地
再
建
の
申
請
書
が
出
さ
れ
、
高
嶋
藩
か
ら
神
祇
官
に
伺

書
が
出
さ
れ
て
い
た
。
神
仏
分
離
を
暴
力
的
破
壊
的
形
態
で
は
な
く
、
移
転
再
建

策
と
い
う
具
体
的
献
策
に
よ
っ
て
実
施
し
よ
う
と
す
る
改
善
案
が
民
間
か
ら
提
案

さ
れ
、
藩
当
局
を
通
じ
て
神
祇
官
に
ま
で
上
申
さ
れ
て
い
た
。

（
（
）

　神
祇
官
は
移
転
再
建
策
の
実
行
を
否
定
し
、
神
宮
寺
の
仏
教
的
遺
物
は
す

べ
て
流
転
・
散
逸
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
政
府
内
部
に
お
け
る
神
祇
官
の
位

置
や
権
限
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
解
明
が
必
要
に
な
る
。

　こ
う
し
て
み
れ
ば
、
今
な
お
廃
仏
毀
釈
・
神
仏
分
離
の
歴
史
経
過
に
つ
い
て
は
不

明
な
点
が
多
く
、
在
地
に
お
け
る
関
係
史
料
の
博
捜
が
必
要
で
あ
り
、
地
域
近
代
史

研
究
の
課
題
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　2
．
上
下
社
神
宮
寺
旧
蔵
資
料
の
再
検
討

　上
記
の
史
料
か
ら
、
諏
訪
上
下
社
神
宮
寺
の
文
化
財
や
資
料
は
、
慶
応
四
年
六
月

か
ら
九
月
を
へ
て
流
出
し
、
明
治
二
年
に
月
に
武
井
城
跡
へ
の
転
地
移
転
策
が
神
祇

官
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
て
か
ら
、
流
失
・
散
逸
が
激
し
く
な
り
、
昭
和
年
代
に
も
移

転
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　［
神
宮
寺
資
料
の
再
検
討
］

　一
九
九
五
年
か
ら
九
七
年
ま
で
の
調
査
で
再
確
認
し
て
み
る
と
、
一
部
と
は
い
え

こ
れ
ま
で
の
通
説
と
異
な
る
事
象
が
判
明
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
主
要
な
も
の
を
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一
覧
表
に
す
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

　資
料
名

　所
蔵
者

①
上
社
普
賢
堂
本
尊

　普
賢
菩
薩
座
像
（
文
禄
二
）

諏
訪
仏
法
寺
現
蔵

②
如
法
院
本
尊

　普
賢
菩
薩
座
像
（
鎌
倉
時
代
・
県
宝
）
大
町
盛
蓮
寺
か
ら
諏
訪
仏
法
寺
現
蔵

③
釈
迦
堂
釈
迦
三
尊
像
（
胎
内
銘
永
仁
、
正
応
）

法
華
寺
か
ら
平
成
火
事
で
焼
失

④
釈
迦
如
来
像
（
文
明
十
七
年
銘
）

　

富
士
見
町
乙
事
法
隆
寺
現
蔵

⑤
紺
紙
金
泥
法
華
経
（
鎌
倉
・
天
正
十
二
年
）

大
町
盛
蓮
寺
か
ら
諏
訪
仏
法
寺
現
蔵

⑥
五
重
塔
相
輪
露
盤
残
欠
（
延
慶
元
銘
）

松
本
松
林
氏
か
ら
諏
訪
教
育
会
現
蔵

⑦
五
重
塔
本
尊

　五
智
如
来
像

万
福
寺
無
住
に
な
り
諏
訪
市
博
物
館

⑧
鐘
突
堂
梵
鐘
（
永
仁
五
年
銘
）

松
本
松
坂
屋
に
売
却
、
不
明

⑨
下
社
神
宮
寺
十
六
善
神
画
像（
室
町
・
天
正
八
年
補
修
）
岡
谷
市
横
川
区
真
秀
寺
現
蔵

⑩
同
金
剛
界
大
日
如
来
座
像
（
室
町
）

　同

⑪
同
胎
蔵
界
大
日
如
来
座
像
（
明
応
銘
）

岡
谷
市
照
光
寺
現
蔵

⑫
同
三
精
寺
阿
弥
陀
如
来
像
（
鎌
倉
時
代
・
県
宝
）

岡
谷
市
平
福
寺
現
蔵

⑬
同
観
照
寺
日
光
・
月
光
菩
薩
像

　同

⑭
春
宮
護
摩
堂
本
尊
不
動
明
王
像

　同

⑮
不
空
索
絹
観
音
像
（
天
文
十
三
年
銘
）

茅
野
市
昌
林
寺
現
蔵

⑯
上
社
神
宮
寺
普
賢
菩
薩
再
興
像
（
天
正
十
六
年
銘
）

　同

⑰
上
社
神
宮
寺
舎
利
厨
子

喬
木
村
淵
静
寺
現
蔵

⑱
如
法
院
文
書
（
無
年
号
武
田
家
朱
印
状
）

滝
沢
氏
か
ら
県
立
歴
史
館
現
蔵

⑲
鎮
守
読
経
作
法
（
康
正
二
年
書
写
）

諏
訪
教
育
会
現
蔵

⑳
性
霊
集
（
天
文
三
年
写
）

　同

㉑
護
摩
口
决
抄
并
神
供
口
决
（
弘
長
二
・
慶
安
二
年
写
）

　同

㉒
百
法
問
答
抄
八
冊
（
弘
治
元
～
永
禄
三
年
写
）

　同

㉓
天
疫
神
四
十
八
通
切
紙
并
捻
符
大
事
（
元
禄
十
五
年
）

　同

㉔
十
八
道
口
决
（
弘
長
元
・
寛
政
元
・
享
保
三
）

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　こ
の
う
ち
、
⑱
古
文
書
は
如
法
院
の
子
孫
滝
沢
家
か
ら
流
失
し
て
市
場
に
出
た
文

書
で
あ
り
、『
信
濃
史
料
』
も
武
田
勝
頼
の
出
し
た
も
の
で
年
次
未
詳
と
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
（
⑮
（（6
）。
内
容
は
神
前
と
諏
訪
上
坊
普
請
と
上
坊
庫
裏
・
薬
師
堂
近

辺
并
優
婆
屋
敷
の
造
立
と
高
島
城
破
損
の
再
興
を
郡
中
之
人
足
で
行
う
よ
う
に
春
芳

軒
宗
富
・
河
西
虎
満
・
平
原
下
野
守
・
渡
辺
・
篠
原
ら
に
申
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

　こ
れ
ま
で
の
通
説
で
は
、
武
田
信
玄
は
永
禄
三
年
（
一
五
六
○
）
に
諏
訪
社
造
営

の
催
促
を
行
い
永
禄
八･

九
年
に
諏
訪
社
祭
礼
再
興
を
お
こ
な
っ
て
、
信
濃
一
国
に

一
律
に
武
田
氏
の
命
令
を
及
ぼ
そ
う
と
い
う
。
諏
訪
社
再
興
を
通
じ
て
武
田
氏
の
信

濃
支
配
を
深
化
・
浸
透
し
た
と
す
る
見
解
が
通
説
に
な
っ
て
い
る

（
（（
（

。
特
に
、
商
業
活

動
で
相
当
の
財
力
を
も
っ
た
諏
訪
春
芳
が
勝
頼
の
家
督
を
継
ぐ
に
い
た
っ
て
御
蔵
前

衆
と
し
て
武
田
氏
の
財
政
に
関
与
し
た
も
の
と
さ
れ
、
勝
頼
時
代
の
諏
訪
神
社
と
の

結
合
が
強
い
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。

　で
は
、
笹
本
説
で
も
特
定
さ
れ
て
い
な
い
諏
訪
上
社
神
宮
寺
上
坊
（
如
法
院
）
造

営
事
業
は
い
つ
の
時
期
に
比
定
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
勝

頼
は
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
八
月
か
ら
春
芳
軒
宗
富
を
本
願
と
し
て
下
社
千
手
堂

の
上
棟
を
行
っ
て
い
た
（
信
史
（（
―
6（
）。
天
正
三
年
四
月
廿
一
日
千
手
堂
造
立
供

養
の
曼
荼
羅
供
を
行
い
（
信
史
（（
―
（0
）、
そ
の
奉
行
人
が
、
河
西
但
馬
守
虎
満
・

渡
辺
筑
前
守
盛
忠
・
平
原
下
野
守
虎
吉
・
辰
野
善
九
郎
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
三
月
三
日
に
は
下
社
神
宮
寺
宝
塔
を
造
立
（
信
史
（（
―

（（（
）
し
、
天
正
八
年
二
月
十
一
日
、
勝
頼
は
下
社
三
精
寺
の
規
式
を
定
め
（
同
（（
―

（8（
）、
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
二
月
十
四
日
下
社
神
宮
寺
井
坊
（
宝
珠
院
）
に
対

し
て
、
下
社
千
手
堂
の
油
断
な
き
造
営
を
命
じ
「
造
営
之
費
用
」
を
毎
年
一
度
勘
定

す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
（
同
（（
―
（
）。
こ
う
し
て
み
る
と
、
下
社
神
宮
寺
の

千
手
堂
再
興
は
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
か
ら
九
年
（
一
五
八
一
）
に
か
け
て
継
続

し
て
お
り
、
そ
れ
で
も
完
了
せ
ず
に
下
社
神
宮
寺
井
坊
に
よ
る
長
期
の
造
営
事
業
継

続
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
下
社
神
宮
寺
再
興
の

史
料
は
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
か
ら
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
ま
で
の
廃
仏
毀

釈
で
の
神
宮
寺
取
り
壊
し
で
の
棟
札
銘
写
（
諏
訪
史
料
叢
書
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
史
料
批
判
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
下
社
神
宮
寺
の
再
興
と
井
坊
に
よ
る
造

営
事
業
継
続
命
令
の
奉
行
人
が
ほ
と
ん
ど
上
社
神
宮
寺
上
坊
再
建
を
命
じ
た
⑰
古
文

書
の
宛
名
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
上
社
神
宮
寺
上
坊
普
請
も
下
社
神

宮
寺
（
千
手
堂
）
造
営
と
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
な
れ
ば
、
上
社
神
宮
寺
の
神
前
・
上
坊
普
請
も
天
正
二
年
か
ら
九
年
ま
で
の
時

表
2
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期
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
諏
訪
上
下
社
神
宮
寺
再
興
事
業
は
武
田
勝
頼
の
財

政
逼
迫
に
拍
車
を
か
け
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
三
月
武
田
氏
滅
亡
の
財
政
的
要

因
と
な
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
諏
訪
社
造
営
事
業
が
、

実
際
に
は
諏
訪
神
社
の
自
力
救
済
力
に
よ
る
造
営
銭
徴
収
シ
ス
テ
ム
を
基
本
と
し
て

お
り
、
在
地
の
村
々
が
造
営
銭
を
未
納
に
し
た
と
き
に
武
田
氏
が
造
営
銭
催
促
の
朱

印
状
を
発
給
し
て
催
促
す
る
体
制
に
あ
っ
た
こ
と
は
拙
論
で
指
摘
し
た

（
（（
（

。
武
田
氏
の

権
力
は
村
落
内
部
に
ま
で
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。

　［
中
世
神
事
作
法
と
神
宮
寺
聖
教
類
の
性
格
］

　諏
訪
神
社
関
係
史
料
を
調
査
し
て
い
て
中
世
の
諏
訪
社
神
官
の
儀
礼
作
法
を
記
し

た
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
神
宮
寺
聖
教
類
の

中
に
⑲
「
鎮
守
読
経
作
法
」
が
あ
る
。
奥
書
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る

（
（（
（

。

「
康
正
二
年
十
月
十
三
日
書
写
了
、
大
阿
闍
梨
報
恩
院
隆
済
僧
正
、
御
本
云
於

醍
醐
寺
校
合
了

　尊
如
」

　『
国
書
総
目
録
』
で
は
高
野
山
金
剛
三
昧
院
所
蔵
の
慶
長
十
四
年
写
本
が
最
古
の

も
の
と
し
て
い
る
。
諏
訪
上
社
神
宮
寺
旧
蔵
の
康
正
四
年
（
一
四
五
六
）
書
写
の

「
鎮
守
読
経
作
法
」
は
、
醍
醐
寺
報
恩
院
隆
済
本
と
校
合
し
た
現
存
最
古
の
写
本
と

な
る
。
こ
う
し
た
も
の
が
諏
訪
神
社
の
社
僧
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
神
前
読
経
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、
そ
の
儀
式
作

法
は
醍
醐
寺
の
聖
教
を
書
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
中
世

諏
訪
神
社
の
神
道
作
法
の
全
体
像
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
神
宮
寺
旧
蔵
の
中

世
聖
教
類
の
調
査
は
重
要
な
史
料
に
な
り
う
る
と
い
え
よ
う
。

　㉑
護
摩
口
决
抄
并
神
供
口
決
も
、
奥
書
よ
り
弘
長
二
年
正
月
報
恩
院
で
頼
瑜
が
伝

授
し
た
も
の
を
、
慶
安
二
年
八
月
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
�
十
八
道
口
决
も
、

奥
書
よ
り
弘
長
元
年
報
恩
院
頼
瑜
本
を
寛
政
元
・
享
保
三
に
転
写
し
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
ら
は
三
点
セ
ッ
ト
で
伝
授
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
国
書

総
目
録
』
に
よ
る
と
、
京
大
本
の
十
八
道
口
决
は
、
や
は
り
護
摩
法
口
决
と
神
供
口

决
を
付
し
て
文
政
九
年
の
書
写
で
あ
っ
た
と
い
う
。
十
八
道
口
决
は
、
江
戸
時
代
の

神
道
作
法
次
第
書
で
も
「
十
八
神
道
之
行
法
」
な
ど
と
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
㉓
天

疫
神
四
十
八
通
切
紙
并
捻
符
大
事
は
、
元
禄
十
五
年
七
月
書
写
で
信
州
平
出
妙
雲
山

高
徳
寺
隠
居
堯
亮
法
印
よ
り
の
伝
授
と
あ
る
。
吉
田
宗
源
神
道
の
「
唯
一
神
道
行
事

次
第
」（
続
日
本
古
典
全
集
・
現
代
思
想
社
）
に
は
、「
疫
神
祭
大
事
」
や
「
神
道
切

紙
」
の
次
第
書
が
含
ま
れ
て
い
る

（
（（
（

。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
織
豊
期
～
江
戸
初
期
に
吉

田
兼
倶
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
る
宗
源
神
道
の
次
第
書
の
骨
格
は
、
中
世
に
お
け
る

神
宮
寺
社
僧
が
真
言
や
天
台
な
ど
の
密
教
的
聖
教
類
か
ら
学
ん
で
い
た
も
の
と
大
差

の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
あ
ら
た
め
て
、
中
世
に
お
け
る
神
道
独
自
の

儀
式
作
法
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
仏
教
の
聖
教
類
と
の
類
似
性
に
つ
い

て
も
再
検
討
す
る
こ
と
が
今
後
の
研
究
課
題
と
い
え
よ
う
。

　3
．
諏
訪
上
社
神
宮
寺
の
織
豊
期
再
建
説
の
提
示

　こ
れ
ま
で
の
通
説
で
は
、
天
正
十
年
三
月
三
日
織
田
信
忠
に
よ
り
神
殿
・
伽
藍
が

焼
失
し
、
徳
川
家
康
が
慶
長
十
三
年
に
四
脚
門
を
寄
進
し
、
元
和
三
年
に
神
殿
を
再

建
し
た
が
、
諏
訪
上
社
の
釈
迦
堂
と
神
宮
寺
は
被
災
を
免
れ
、
鎌
倉
時
代
の
も
の
が

廃
仏
毀
釈
ま
で
存
続
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
（『
諏
訪
市
史
』
上
巻
）。

　し
か
し
、
諏
訪
上
社
神
宮
寺
に
つ
い
て
は
、
信
長
乱
入
時
に
焼
失
し
た
と
す
る
史

料
が
、
あ
ら
た
に
発
見
さ
れ
た
。
神
宮
寺
関
係
仏
像
の
⑯
普
賢
菩
薩
菩
薩
騎
象
像
の

光
背
銘
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。

「
此
尊
末
代
迄

　動
事
恐
神
罰

　上
諏
方
十
六
善
神
信
長
乱
入
炎
上
其
以
後
普

賢
菩
薩
之
木
像
令
再
興
之
願
主
神
頼
忠
然
者
郡
中
安
全
殊
別
社
中
繁
茂
子
孫
昌

泰
為
上
求
菩
提
、
下
化
衆
生
也

　
　別

当
神
宮
寺
衆
祐

　天
正
十
六
年
戊
子
八

月
十
五
日
入
仏
之

　時
奉
行
守
屋
□
□
□
」

　こ
れ
に
よ
れ
ば
、
諏
訪
上
社
の
十
六
善
神
や
普
賢
菩
薩
像
が
信
長
乱
入
に
際
し

て
炎
上
し
、
諏
訪
頼
忠
が
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
八
月
に
普
賢
菩
薩
像
を
再

興
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
上
諏
訪
十
六
善
神
と
は
大
般
若
経
転
読
の
本
尊
と
し
て

釈
迦
三
尊
十
六
善
神
画
像
を
鋪
設
す
る
も
の
で
、
諏
訪
上
社
神
宮
寺
に
伝
来
し
た

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
信
長
乱
入
で
普
賢
菩
薩
像
が
炎
上
と
さ
れ
て
い
る
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期
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
諏
訪
上
下
社
神
宮
寺
再
興
事
業
は
武
田
勝
頼
の
財

政
逼
迫
に
拍
車
を
か
け
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
三
月
武
田
氏
滅
亡
の
財
政
的
要

因
と
な
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
諏
訪
社
造
営
事
業
が
、

実
際
に
は
諏
訪
神
社
の
自
力
救
済
力
に
よ
る
造
営
銭
徴
収
シ
ス
テ
ム
を
基
本
と
し
て

お
り
、
在
地
の
村
々
が
造
営
銭
を
未
納
に
し
た
と
き
に
武
田
氏
が
造
営
銭
催
促
の
朱

印
状
を
発
給
し
て
催
促
す
る
体
制
に
あ
っ
た
こ
と
は
拙
論
で
指
摘
し
た

（
（（
（

。
武
田
氏
の

権
力
は
村
落
内
部
に
ま
で
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。

　［
中
世
神
事
作
法
と
神
宮
寺
聖
教
類
の
性
格
］

　諏
訪
神
社
関
係
史
料
を
調
査
し
て
い
て
中
世
の
諏
訪
社
神
官
の
儀
礼
作
法
を
記
し

た
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
神
宮
寺
聖
教
類
の

中
に
⑲
「
鎮
守
読
経
作
法
」
が
あ
る
。
奥
書
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る

（
（（
（

。

「
康
正
二
年
十
月
十
三
日
書
写
了
、
大
阿
闍
梨
報
恩
院
隆
済
僧
正
、
御
本
云
於

醍
醐
寺
校
合
了

　尊
如
」

　『
国
書
総
目
録
』
で
は
高
野
山
金
剛
三
昧
院
所
蔵
の
慶
長
十
四
年
写
本
が
最
古
の

も
の
と
し
て
い
る
。
諏
訪
上
社
神
宮
寺
旧
蔵
の
康
正
四
年
（
一
四
五
六
）
書
写
の

「
鎮
守
読
経
作
法
」
は
、
醍
醐
寺
報
恩
院
隆
済
本
と
校
合
し
た
現
存
最
古
の
写
本
と

な
る
。
こ
う
し
た
も
の
が
諏
訪
神
社
の
社
僧
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
神
前
読
経
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、
そ
の
儀
式
作

法
は
醍
醐
寺
の
聖
教
を
書
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
中
世

諏
訪
神
社
の
神
道
作
法
の
全
体
像
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
神
宮
寺
旧
蔵
の
中

世
聖
教
類
の
調
査
は
重
要
な
史
料
に
な
り
う
る
と
い
え
よ
う
。

　㉑
護
摩
口
决
抄
并
神
供
口
決
も
、
奥
書
よ
り
弘
長
二
年
正
月
報
恩
院
で
頼
瑜
が
伝

授
し
た
も
の
を
、
慶
安
二
年
八
月
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
�
十
八
道
口
决
も
、

奥
書
よ
り
弘
長
元
年
報
恩
院
頼
瑜
本
を
寛
政
元
・
享
保
三
に
転
写
し
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
ら
は
三
点
セ
ッ
ト
で
伝
授
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
国
書

総
目
録
』
に
よ
る
と
、
京
大
本
の
十
八
道
口
决
は
、
や
は
り
護
摩
法
口
决
と
神
供
口

决
を
付
し
て
文
政
九
年
の
書
写
で
あ
っ
た
と
い
う
。
十
八
道
口
决
は
、
江
戸
時
代
の

神
道
作
法
次
第
書
で
も
「
十
八
神
道
之
行
法
」
な
ど
と
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
㉓
天

疫
神
四
十
八
通
切
紙
并
捻
符
大
事
は
、
元
禄
十
五
年
七
月
書
写
で
信
州
平
出
妙
雲
山

高
徳
寺
隠
居
堯
亮
法
印
よ
り
の
伝
授
と
あ
る
。
吉
田
宗
源
神
道
の
「
唯
一
神
道
行
事

次
第
」（
続
日
本
古
典
全
集
・
現
代
思
想
社
）
に
は
、「
疫
神
祭
大
事
」
や
「
神
道
切

紙
」
の
次
第
書
が
含
ま
れ
て
い
る

（
（（
（

。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
織
豊
期
～
江
戸
初
期
に
吉

田
兼
倶
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
る
宗
源
神
道
の
次
第
書
の
骨
格
は
、
中
世
に
お
け
る

神
宮
寺
社
僧
が
真
言
や
天
台
な
ど
の
密
教
的
聖
教
類
か
ら
学
ん
で
い
た
も
の
と
大
差

の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
あ
ら
た
め
て
、
中
世
に
お
け
る
神
道
独
自
の

儀
式
作
法
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
仏
教
の
聖
教
類
と
の
類
似
性
に
つ
い

て
も
再
検
討
す
る
こ
と
が
今
後
の
研
究
課
題
と
い
え
よ
う
。

　3
．
諏
訪
上
社
神
宮
寺
の
織
豊
期
再
建
説
の
提
示

　こ
れ
ま
で
の
通
説
で
は
、
天
正
十
年
三
月
三
日
織
田
信
忠
に
よ
り
神
殿
・
伽
藍
が

焼
失
し
、
徳
川
家
康
が
慶
長
十
三
年
に
四
脚
門
を
寄
進
し
、
元
和
三
年
に
神
殿
を
再

建
し
た
が
、
諏
訪
上
社
の
釈
迦
堂
と
神
宮
寺
は
被
災
を
免
れ
、
鎌
倉
時
代
の
も
の
が

廃
仏
毀
釈
ま
で
存
続
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
（『
諏
訪
市
史
』
上
巻
）。

　し
か
し
、
諏
訪
上
社
神
宮
寺
に
つ
い
て
は
、
信
長
乱
入
時
に
焼
失
し
た
と
す
る
史

料
が
、
あ
ら
た
に
発
見
さ
れ
た
。
神
宮
寺
関
係
仏
像
の
⑯
普
賢
菩
薩
菩
薩
騎
象
像
の

光
背
銘
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。

「
此
尊
末
代
迄

　動
事
恐
神
罰

　上
諏
方
十
六
善
神
信
長
乱
入
炎
上
其
以
後
普

賢
菩
薩
之
木
像
令
再
興
之
願
主
神
頼
忠
然
者
郡
中
安
全
殊
別
社
中
繁
茂
子
孫
昌

泰
為
上
求
菩
提
、
下
化
衆
生
也

　
　別

当
神
宮
寺
衆
祐

　天
正
十
六
年
戊
子
八

月
十
五
日
入
仏
之

　時
奉
行
守
屋
□
□
□
」

　こ
れ
に
よ
れ
ば
、
諏
訪
上
社
の
十
六
善
神
や
普
賢
菩
薩
像
が
信
長
乱
入
に
際
し

て
炎
上
し
、
諏
訪
頼
忠
が
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
八
月
に
普
賢
菩
薩
像
を
再

興
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
上
諏
訪
十
六
善
神
と
は
大
般
若
経
転
読
の
本
尊
と
し
て

釈
迦
三
尊
十
六
善
神
画
像
を
鋪
設
す
る
も
の
で
、
諏
訪
上
社
神
宮
寺
に
伝
来
し
た

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
信
長
乱
入
で
普
賢
菩
薩
像
が
炎
上
と
さ
れ
て
い
る
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か
ら
、
上
社
神
宮
寺
の
普
賢
堂
が
焼
失
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
天
正
十
六

年
（
一
五
八
八
）
に
諏
訪
頼
忠
が
再
興
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
社
神
宮

寺
普
賢
堂
は
鎌
倉
期
の
も
の
が
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
に
焼
失
し
再
建
さ
れ
た
も

の
と
な
る
。
廃
仏
毀
釈
で
取
り
壊
さ
れ
た
も
の
は
天
正
十
六
年
再
建
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
こ
れ
を
神
宮
寺
普
賢
堂
の
織
豊
期
再
建
説
と
呼
ぶ
。

　こ
れ
ま
で
の
通
説
で
は
、
上
社
神
宮
寺
の
五
重
塔
・
普
賢
堂
は
、
鎌
倉
時
代
に
知

久
敦
幸
が
造
立
し
、
信
玄
・
信
長
期
も
焼
失
す
る
こ
と
な
く
慶
応
四
年
の
廃
仏
毀
釈

ま
で
存
続
し
た
も
の
で
、
解
体
時
の
棟
札
銘
写
が
諏
訪
史
料
叢
書
に
と
ら
れ
、
そ
の

写
や
普
賢
堂
指
図
・
五
重
塔
指
図
が
高
木
村
歴
史
民
俗
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
ま
ち
が
い
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
私
も
、『
長
野
県
史
通
史
編
』〔
長
野
県

史
刊
行
会
、
一
九
八
六
〕
な
ど
で
も
旧
来
の
通
説
に
よ
っ
て
き
た
。

　し
か
し
、
上
社
神
宮
寺
の
本
地
仏
は
普
賢
菩
薩
像
で
あ
り
、
普
賢
堂
を
は
じ
め
諸

堂
に
は
釈
迦
三
尊
像
と
し
て
の
普
賢
菩
薩
像
を
含
め
れ
ば
、
多
く
の
普
賢
菩
薩
像
が

存
在
し
た
に
ま
ち
が
い
な
い
。
⑰
に
よ
れ
ば
、
天
正
十
年
に
信
長
軍
に
よ
り
普
賢
菩

薩
像
が
焼
失
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
神
宮
寺
普
賢
堂
な
ど
も
焼
失
し
た
と
み
る
の
が

自
然
で
あ
る
。
普
賢
堂
か
ら
仏
法
紹
隆
寺
に
移
転
し
た
と
さ
れ
て
き
た
②
木
像
普
賢

菩
薩
像
は
、
神
宮
寺
如
法
院
の
旧
蔵
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
普
賢
堂

か
ら
仏
法
紹
隆
寺
に
移
っ
た
①
普
賢
菩
薩
像
銘
文
に
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
み
え
る

（
（（
（

。

「
奉
造
立
上
諏
方

　本
地
尊
像
一
体

　除
難
興
福
、
擁
護
守
護

　如
影
如
形

　

刹
那
不
離

　神
宮
寺
時
之
住
持
権
大
僧
都
法
印
祐
元

　願
主
矢
島
長
久
一
家
繁

栄
二
世
安
楽
□

　文
禄
貳
白
昭
陽
大
荒
落

　十
壱
月
吉
日
取
次
仙
秀
」。

　こ
れ
も
上
社
神
宮
寺
・
普
賢
堂
が
天
正
十
年
信
長
軍
の
乱
入
で
焼
失
し
文
禄
二
年

に
再
興
さ
れ
た
も
の
に
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
上
社
神
宮
寺
や
普
賢

堂
が
鎌
倉
期
知
久
行
性
に
よ
る
築
造
の
ま
ま
明
治
期
ま
で
伝
来
し
た
と
み
る
の
は
困

難
で
焼
失
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
普
賢
堂
再
建
説
は
、
拙
著

『
中
世
寺
院
と
民
衆
』〔
臨
川
書
店
二
○
○
四

　増
補
版
二
〇
〇
九
〕
で
も
公
表
し
た
。

い
い
か
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
諏
訪
神
宮
寺
の
関
係
史
料
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
諏
訪
上
社
・
下
社
の
歴
史
事
実
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は

ま
ち
が
い
な
い
。

　こ
う
し
た
神
社
史
料
か
ら
神
宮
寺
な
ど
仏
事
関
係
史
料
が
流
失
し
て
し
た
こ
と
は

全
国
の
神
社
に
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
近
代
に
お
け
る
廃
仏
毀

釈
の
過
程
で
、
前
近
代
の
神
社
史
料
群
は
大
き
な
構
造
変
化
を
と
げ
た
の
で
あ
り
、

現
存
す
る
神
社
史
料
群
を
そ
の
全
体
像
と
み
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

も
、
今
後
の
神
社
史
研
究
に
と
っ
て
、
流
失
し
た
神
宮
寺
仏
事
な
ど
関
係
史
料
の
再

訪
と
再
検
討
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
研
究
・
調
査
が
行
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
廃
仏
毀
釈
の
全
体
像
の
解
明
は
、
日
本
近
代
史
研
究
に
お
い
て

も
不
十
分
で
あ
り
、
神
社
史
料
の
歴
史
的
性
格
を
考
え
る
上
で
は
避
け
て
通
れ
な
い

重
要
課
題
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　Ⅲ

　国
家
神
道
下
で
の
近
代
諏
訪
縁
起
の
創
出

　1
．「
阿
蘇
家
略
系
図
」を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
国
家
神
道
下
で
の
関
係
史
料
の
偽
作
・
偽
編

　諏
訪
神
社
関
係
史
料
を
め
ぐ
る
論
争
史
で
か
な
ら
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
「
異

本
阿
蘇
氏
系
図
」
と
郡
評
論
争
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
井
上
光
貞
に
よ
っ
て
古
代
国
郡

制
の
前
に
、
評
制
が
存
在
し
た
と
い
う
新
説
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
論
争
が
展
開
さ
れ

た
。
そ
の
最
中
、
田
中
卓
が
、
阿
蘇
家
に
は
平
安
時
代
以
来
「
阿
蘇
家
略
系
図
」
と

い
う
史
料
の
存
在
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
科
野
国
造
と
阿
蘇
国
造
は
武
五
百
建

命
の
子
孫
で
あ
り
、
金
弓
君
が
欽
明
天
皇
の
磯
城
島
金
刺
大
宮
に
奉
仕
し
て
金
刺
舎

人
直
姓
を
受
け
た
こ
と
。
そ
の
子
麻
背
君
（
別
名
五
百
足
君
）
が
科
野
国
造
に
復

し
、
麻
背
君
の
子
倉
足
は
諏
訪
評
督
に
就
任
し
、
も
う
ひ
と
り
の
子
乙
頴
（
一
名
神

子
、
熊
古
）
は
八
歳
の
と
き
御
名
方
富
命
大
神
が
化
現
し
て
「
わ
れ
体
無
し
、
汝
を

も
っ
て
体
と
な
す
」
と
し
て
諏
訪
大
神
大
祝
と
な
っ
た
こ
と
。
磐
余
池
辺
大
宮
朝
二

年
（
五
八
七
）
未
三
月
、
社
壇
を
湖
の
南
山
麓
に
構
え
、
諏
訪
大
神
并
百
八
十
神
を

祭
っ
た
こ
と
な
ど
の
史
実
を
あ
き
ら
か
に
し
た

（
（（
（

。
こ
の
系
図
に
は
、
諏
訪
郡
が
生
ま

れ
る
以
前
に
諏
訪
評
督
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
郡
評
論
争
で
の
新
出
史
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料
と
し
て
も
大
変
注
目
さ
れ
大
き
な
反
響
を
え
た
。

　こ
の
「
阿
蘇
家
略
系
図
」
は
、
関
晃
が
取
り
上
げ
再
評
価
し
、
長
野
県
史
編
纂
で

も
再
検
討
さ
れ

（
（（
（

、
諏
訪
市
史
編
纂
で
も
資
料
研
究
が
不
可
欠
に
な
り
、
拙
論
を
公
表

し
検
討
し
た

（
（（
（

。
拙
論
は
系
図
の
記
載
内
容
が
他
の
史
料
と
矛
盾
が
少
な
い
こ
と
。
科

野
国
造
金
刺
舎
人
直
氏
が
欽
明
敏
達
朝
に
大
和
王
権
に
出
仕
、
用
明
朝
に
諏
訪
社
の

社
壇
が
で
き
大
祝
が
就
任
し
た
説
が
史
実
で
は
な
い
か
と
し
、「
系
図
そ
の
も
の
の

検
討
が
今
後
の
課
題
」
と
記
載
し
た
。

　そ
の
後
、
伊
藤
麟
太
郎
は
明
治
十
七
年
延
川
和
彦
が
諏
訪
大
祝
家
に
お
い
て
「
阿

蘇
氏
系
図
」
を
み
て
お
り
、
そ
れ
は
飯
田
武
郷
の
偽
撰
で
あ
り
、
阿
蘇
家
や
知
久
家

に
あ
る
も
の
は
中
田
憲
信
が
飯
田
偽
撰
を
送
り
付
け
た
も
の
と
主
張
し
た

（
（（
（

。
九
州
で

も
阿
蘇
神
社
研
究
の
中
で
、
村
崎
真
智
子
が
、
近
世
後
期
に
成
立
し
た
『
阿
蘇
家
伝
』

七
巻
本
に
は
異
本
系
の
神
名
は
な
く
、
阿
蘇
家
に
は
近
世
後
期
ま
で
異
本
阿
蘇
氏
系

図
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
。
異
本
阿
蘇
氏
系
図
は
中
田
憲
信
が
作
成
し
阿
蘇
家
に

送
り
、
阿
蘇
家
で
は
そ
れ
を
利
用
し
て
『
阿
蘇
家
伝
第
八
巻
』
を
作
り
、
異
本
系
の

系
図
が
「
阿
蘇
系
図
」
と
し
て
の
っ
て
い
る
こ
と
。
異
本
阿
蘇
氏
系
図
と
神
氏
系
図

（
明
治
十
七
年
延
川
和
彦
が
大
祝
家
で
発
見
）
の
作
成
者
は
同
一
人
物
（
中
田
憲
信
）

で
あ
り
、
神
氏
系
図
は
飯
田
武
郷
が
文
案
を
つ
く
り
中
田
憲
信
が
作
成
し
た
も
の
と

し
た

（
（（
（

。
明
治
か
ら
大
正
年
間
に
は
、
国
家
神
道
の
下
で
国
学
者
に
よ
る
史
料
の
偽
作

が
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

　長
野
県
立
歴
史
館
企
画
展
示
『
諏
訪
信
仰
の
祭
り
と
文
化
』（
図
録
一
九
九
八
）

に
と
も
な
う
資
料
調
査
で
は
、
故
阿
蘇
惟
孝
氏
宅
に
伝
来
し
た
と
し
て
田
中
卓
が
紹

介
し
た
阿
蘇
氏
系
図
は
、
現
在
の
当
主
阿
蘇
惟
之
氏
宅
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
判

明
し
た
。
一
九
八
八
年
に
は
学
芸
員
伝
田
伊
史
が
阿
蘇
家
を
訪
問
し
て
確
認
し
た
。

私
も
二
度
阿
蘇
家
を
訪
問
し
禰
宜
阿
蘇
治
隆
に
再
確
認
し
た
が
、
現
在
異
本
阿
蘇
氏

系
図
は
阿
蘇
家
に
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
。
異
本
阿
蘇
氏
系
図
は
い
ま
や
田
中

卓
の
写
真
史
料
の
み
が
唯
一
の
存
在
で
あ
る
（
図
録
掲
載
）。
こ
の
史
料
は
阿
蘇
家

に
古
く
か
ら
相
伝
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
後
代
に
な
っ
て
混
入
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
田
中
卓
が
こ
の
史
料
に
つ
い
て
の
伝
来
論
を
ま
っ
た
く

記
録
し
て
い
な
い
こ
と
も
史
料
論
に
混
乱
を
も
た
ら
し
た
一
因
と
い
え
よ
う
。
熊
本

県
立
図
書
館
所
蔵
上
妻
文
書
に
よ
れ
ば
、「
中
田
憲
信
編
阿
蘇
系
図
全
」
を
昭
和
五

年
上
妻
博
之
が
筆
写
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
系
図
は
偽
撰
と
い
う
よ
り
も
ま
さ
に
国

学
者
の
研
究
に
よ
る
編
纂
物
と
し
て
み
る
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
村
崎
が
「
喬

木
村
資
料
館
蔵
」
の
二
本
の
「
知
久
家
系
譜
」
が
あ
り
、
そ
の
一
本
が
異
本
阿
蘇
氏

系
図
と
よ
く
類
似
し
て
い
る
と
し
、
信
州
に
異
本
阿
蘇
氏
系
図
と
類
似
し
た
系
図
が

存
在
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　し
か
し
、
私
の
調
査
で
は
喬
木
村
歴
史
民
俗
資
料
館
に
は
、
系
図
と
し
て
「
知
久

家
系
譜
」（
資
料
番
号
（6
―
（

　寛
政
十
年
十
二
月
）、「
知
久
家
系
譜
」（
同
（（
―
（

　享
和
三
年
）、「
知
久
家
御
系
譜

　全
」（
同
（（
―
（（

　年
不
詳
）、「
知
久
家
系
譜
」

（
同
（（
―
（6

　年
未
詳
）
の
四
本
あ
る
。「
先
祖
書
」（
同
（6
―
（

　寛
政
三
年
）「
知

久
系
図
」（
（（
―
6（

　年
未
詳
）、「
知
久
氏
系
図
」（
同
（（
―
（（

　年
未
詳
）
諏
訪
家

系
譜
（
同
（0
―
（（

　天
保
壬
卯
）、
諏
訪
家
系
譜
（
同
（（
―
（（

　年
未
詳
）、「
修
補
諏

訪
氏
系
図

　正
・
続
」（
同
（（
―
（（

　大
正
十
、
十
二
、
十
三
刊
本
）
が
あ
る

（
（（
（

。
私

見
で
は
、
ど
れ
が
村
崎
の
い
う
異
本
阿
蘇
氏
系
図
と
類
似
し
て
系
図
な
の
か
特
定
し

え
な
か
っ
た
。

　い
ず
れ
に
せ
よ
、
異
本
阿
蘇
氏
系
図
を
め
ぐ
る
史
料
論
ひ
と
つ
み
て
も
、
幕
末
か

ら
近
代
国
学
者
や
神
官
の
編
纂
物
や
書
写
類
が
多
数
混
在
し
て
お
り
、
実
際
に
社
家

や
神
社
、
宮
司
家
に
伝
来
し
た
も
の
と
後
代
に
混
入
し
た
も
の
と
を
識
別
し
た
史
料

学
的
な
文
書
管
理
学
・
文
書
伝
来
論
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
と
り
わ
け
、
神
社
に
お
け
る
資
料
の
分
類
法
や
系
統
的
な
整
理
法
な
ど
は
今
後

の
検
討
課
題
で
あ
ろ
う
。

　2
．
近
代
国
学
者
に
よ
る
近
代
的
諏
訪
縁
起
の
編
纂
活
動

　近
代
国
学
者
の
諏
訪
系
図
研
究
を
調
査
し
て
み
る
と
、
飯
田
武
郷
の
研
究
が
も
っ

と
も
早
い
。
そ
こ
に
は
、「
科
野
国
造
ハ
建
甕
富
命
ヲ
娶
リ
テ
妻
ト
ナ
シ
」
と
し
、
諏

訪
氏
を
科
野
国
造
と
一
体
の
も
の
と
す
る
主
張
を
展
開
し
て
い
る

（
（（
（

。
飯
田
武
郷
は『
日
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料
と
し
て
も
大
変
注
目
さ
れ
大
き
な
反
響
を
え
た
。

　こ
の
「
阿
蘇
家
略
系
図
」
は
、
関
晃
が
取
り
上
げ
再
評
価
し
、
長
野
県
史
編
纂
で

も
再
検
討
さ
れ

（
（（
（

、
諏
訪
市
史
編
纂
で
も
資
料
研
究
が
不
可
欠
に
な
り
、
拙
論
を
公
表

し
検
討
し
た

（
（（
（

。
拙
論
は
系
図
の
記
載
内
容
が
他
の
史
料
と
矛
盾
が
少
な
い
こ
と
。
科

野
国
造
金
刺
舎
人
直
氏
が
欽
明
敏
達
朝
に
大
和
王
権
に
出
仕
、
用
明
朝
に
諏
訪
社
の

社
壇
が
で
き
大
祝
が
就
任
し
た
説
が
史
実
で
は
な
い
か
と
し
、「
系
図
そ
の
も
の
の

検
討
が
今
後
の
課
題
」
と
記
載
し
た
。

　そ
の
後
、
伊
藤
麟
太
郎
は
明
治
十
七
年
延
川
和
彦
が
諏
訪
大
祝
家
に
お
い
て
「
阿

蘇
氏
系
図
」
を
み
て
お
り
、
そ
れ
は
飯
田
武
郷
の
偽
撰
で
あ
り
、
阿
蘇
家
や
知
久
家

に
あ
る
も
の
は
中
田
憲
信
が
飯
田
偽
撰
を
送
り
付
け
た
も
の
と
主
張
し
た

（
（（
（

。
九
州
で

も
阿
蘇
神
社
研
究
の
中
で
、
村
崎
真
智
子
が
、
近
世
後
期
に
成
立
し
た
『
阿
蘇
家
伝
』

七
巻
本
に
は
異
本
系
の
神
名
は
な
く
、
阿
蘇
家
に
は
近
世
後
期
ま
で
異
本
阿
蘇
氏
系

図
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
。
異
本
阿
蘇
氏
系
図
は
中
田
憲
信
が
作
成
し
阿
蘇
家
に

送
り
、
阿
蘇
家
で
は
そ
れ
を
利
用
し
て
『
阿
蘇
家
伝
第
八
巻
』
を
作
り
、
異
本
系
の

系
図
が
「
阿
蘇
系
図
」
と
し
て
の
っ
て
い
る
こ
と
。
異
本
阿
蘇
氏
系
図
と
神
氏
系
図

（
明
治
十
七
年
延
川
和
彦
が
大
祝
家
で
発
見
）
の
作
成
者
は
同
一
人
物
（
中
田
憲
信
）

で
あ
り
、
神
氏
系
図
は
飯
田
武
郷
が
文
案
を
つ
く
り
中
田
憲
信
が
作
成
し
た
も
の
と

し
た

（
（（
（

。
明
治
か
ら
大
正
年
間
に
は
、
国
家
神
道
の
下
で
国
学
者
に
よ
る
史
料
の
偽
作

が
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

　長
野
県
立
歴
史
館
企
画
展
示
『
諏
訪
信
仰
の
祭
り
と
文
化
』（
図
録
一
九
九
八
）

に
と
も
な
う
資
料
調
査
で
は
、
故
阿
蘇
惟
孝
氏
宅
に
伝
来
し
た
と
し
て
田
中
卓
が
紹

介
し
た
阿
蘇
氏
系
図
は
、
現
在
の
当
主
阿
蘇
惟
之
氏
宅
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
判

明
し
た
。
一
九
八
八
年
に
は
学
芸
員
伝
田
伊
史
が
阿
蘇
家
を
訪
問
し
て
確
認
し
た
。

私
も
二
度
阿
蘇
家
を
訪
問
し
禰
宜
阿
蘇
治
隆
に
再
確
認
し
た
が
、
現
在
異
本
阿
蘇
氏

系
図
は
阿
蘇
家
に
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
。
異
本
阿
蘇
氏
系
図
は
い
ま
や
田
中

卓
の
写
真
史
料
の
み
が
唯
一
の
存
在
で
あ
る
（
図
録
掲
載
）。
こ
の
史
料
は
阿
蘇
家

に
古
く
か
ら
相
伝
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
後
代
に
な
っ
て
混
入
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
田
中
卓
が
こ
の
史
料
に
つ
い
て
の
伝
来
論
を
ま
っ
た
く

記
録
し
て
い
な
い
こ
と
も
史
料
論
に
混
乱
を
も
た
ら
し
た
一
因
と
い
え
よ
う
。
熊
本

県
立
図
書
館
所
蔵
上
妻
文
書
に
よ
れ
ば
、「
中
田
憲
信
編
阿
蘇
系
図
全
」
を
昭
和
五

年
上
妻
博
之
が
筆
写
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
系
図
は
偽
撰
と
い
う
よ
り
も
ま
さ
に
国

学
者
の
研
究
に
よ
る
編
纂
物
と
し
て
み
る
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
村
崎
が
「
喬

木
村
資
料
館
蔵
」
の
二
本
の
「
知
久
家
系
譜
」
が
あ
り
、
そ
の
一
本
が
異
本
阿
蘇
氏

系
図
と
よ
く
類
似
し
て
い
る
と
し
、
信
州
に
異
本
阿
蘇
氏
系
図
と
類
似
し
た
系
図
が

存
在
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　し
か
し
、
私
の
調
査
で
は
喬
木
村
歴
史
民
俗
資
料
館
に
は
、
系
図
と
し
て
「
知
久

家
系
譜
」（
資
料
番
号
（6
―
（

　寛
政
十
年
十
二
月
）、「
知
久
家
系
譜
」（
同
（（
―
（

　享
和
三
年
）、「
知
久
家
御
系
譜

　全
」（
同
（（
―
（（

　年
不
詳
）、「
知
久
家
系
譜
」

（
同
（（
―
（6

　年
未
詳
）
の
四
本
あ
る
。「
先
祖
書
」（
同
（6
―
（

　寛
政
三
年
）「
知

久
系
図
」（
（（
―
6（

　年
未
詳
）、「
知
久
氏
系
図
」（
同
（（
―
（（

　年
未
詳
）
諏
訪
家

系
譜
（
同
（0
―
（（

　天
保
壬
卯
）、
諏
訪
家
系
譜
（
同
（（
―
（（

　年
未
詳
）、「
修
補
諏

訪
氏
系
図

　正
・
続
」（
同
（（
―
（（

　大
正
十
、
十
二
、
十
三
刊
本
）
が
あ
る

（
（（
（

。
私

見
で
は
、
ど
れ
が
村
崎
の
い
う
異
本
阿
蘇
氏
系
図
と
類
似
し
て
系
図
な
の
か
特
定
し

え
な
か
っ
た
。

　い
ず
れ
に
せ
よ
、
異
本
阿
蘇
氏
系
図
を
め
ぐ
る
史
料
論
ひ
と
つ
み
て
も
、
幕
末
か

ら
近
代
国
学
者
や
神
官
の
編
纂
物
や
書
写
類
が
多
数
混
在
し
て
お
り
、
実
際
に
社
家

や
神
社
、
宮
司
家
に
伝
来
し
た
も
の
と
後
代
に
混
入
し
た
も
の
と
を
識
別
し
た
史
料

学
的
な
文
書
管
理
学
・
文
書
伝
来
論
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
と
り
わ
け
、
神
社
に
お
け
る
資
料
の
分
類
法
や
系
統
的
な
整
理
法
な
ど
は
今
後

の
検
討
課
題
で
あ
ろ
う
。

　2
．
近
代
国
学
者
に
よ
る
近
代
的
諏
訪
縁
起
の
編
纂
活
動

　近
代
国
学
者
の
諏
訪
系
図
研
究
を
調
査
し
て
み
る
と
、
飯
田
武
郷
の
研
究
が
も
っ

と
も
早
い
。
そ
こ
に
は
、「
科
野
国
造
ハ
建
甕
富
命
ヲ
娶
リ
テ
妻
ト
ナ
シ
」
と
し
、
諏

訪
氏
を
科
野
国
造
と
一
体
の
も
の
と
す
る
主
張
を
展
開
し
て
い
る

（
（（
（

。
飯
田
武
郷
は『
日
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本
書
記
通
釈
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
、
諏
訪
・
貫
前
・
浅
間
神
社
の
宮
司
を
歴
任

し
た
近
代
神
官
で
あ
り
、
東
京
大
学
・
國
學
院
大
學
教
授
を
つ
と
め
た
人
物
で
あ
る
。

　『
諏
訪
史
料
叢
書
』
系
譜
部
類
に
は
、
中
田
憲
信
「
諏
訪
家
譜
」
が
取
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
は
「
磐
余
池
辺
双
槻
大
宮
の
御
宇
丁
未
の
年
三
月
乙
叡
、
大
神
の
御
衣

ヲ
著
セ
シ
メ
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
異
本
阿
蘇
氏
系
図
」
と
全
く
同
じ

主
張
で
あ
り
、「
諏
訪
評
督
」
の
記
載
も
あ
る
。

　延
川
和
彦
著
・
飯
田
好
太
郎
編
『
修
補
諏
訪
氏
系
図

　正
編
』
が
一
九
二
一
年
に

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
み
る
と
「
飯
田
氏
・
・
・
加
賀
侯
爵
前
田
家
所
蔵
神
氏

系
図
古
写
本
を
模
写
し
明
治
十
五
年
一
一
月
を
も
っ
て
岩
本
尚
賢
（
諏
訪
神
社
宮

司
）
及
び
余
両
名
に
宛
て
て
恵
与
せ
ら
る
。」
と
か
「
飯
田
武
郷
所
説
」「
中
田
憲
信

編
纂
ニ
係
ル
諏
訪
家
譜
ヲ
抜
粋
」「
評
督
郡
司
皆
同
シ
職
責
ナ
リ
」
な
ど
と
記
載
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
異
本
阿
蘇
氏
系
図
」
の
内
容
は
飯
田
武
郷
「
科
野
国
造
考
」

や
中
田
憲
信
「
諏
訪
家
譜
」
及
び
両
者
を
組
み
合
わ
せ
た
延
川
和
彦
著
・
飯
田
好
太

郎
編
『
修
補
諏
訪
氏
系
図

　正
編
』
に
合
致
す
る
の
で
あ
る
。「
評
」
や
「
評
督
」

の
存
在
は
、
井
上
光
貞
が
取
り
上
げ
る
以
前
か
ら
す
で
に
国
学
者
に
よ
っ
て
知
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　こ
こ
に
登
場
す
る
延
川
和
彦
は
、
明
治
五
年
十
月
に
新
制
神
官
が
発
足
し
た
と

き
、
岩
本
尚
賢
と
と
も
に
諏
訪
神
社
禰
宜
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
明
治
六
年
四
月
に

は
、
諏
方
神
社
権
宮
司
赤
司
重
春
・
禰
宜
岩
本
尚
賢
の
連
名
で
氏
子
札
を
発
行
（『
諏

訪
市
史
下
巻
』
五
五
八
頁
掲
載
写
真
）
し
て
お
り
、
近
代
神
社
の
組
織
化
を
推
進
し

よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
延
川
和
彦
や
飯
田
武
卿
ら
は
、
国
学
者

で
あ
る
と
と
も
に
、
い
ず
れ
も
新
制
神
官
に
任
命
さ
れ
た
近
代
国
家
神
道
の
官
僚
で

あ
る
。
彼
ら
は
、
明
治
近
代
国
家
の
発
足
に
あ
た
っ
て
、
諏
訪
神
社
の
近
代
的
縁
起

を
新
し
く
編
纂
し
て
明
治
民
衆
を
近
代
的
諏
訪
神
社
の
下
に
組
織
化
し
よ
う
と
し
た

も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　「
阿
蘇
氏
略
系
図
」
を
偽
撰
・
偽
作
と
み
る
こ
と
は
、
学
問
上
の
表
現
と
し
て
誤

り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
近
年
の
国
文
学
分
野
に
お
け
る
中
世
日
本
紀
の
研
究
か
ら

み
れ
ば
、
中
世
神
官
層
が
中
世
の
寺
社
縁
起
を
編
纂
し
て
中
世
民
衆
の
信
仰
を
獲
得

し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
、
同
じ
こ
と
を
近
代
神
官
と
し
て
飯
田
武
卿
・
岩
本
尚
賢
・

延
川
和
彦
ら
が
行
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　こ
う
し
て
み
れ
ば
、近
世
国
学
の
知
的
水
準
の
高
さ
を
継
承
し
た
近
代
神
官
層
が
、

近
代
的
神
社
に
即
応
し
た
近
代
的
神
社
縁
起
を
ど
の
よ
う
に
編
纂
し
よ
う
と
し
て
い

た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
近
代
神
道
資
料
を
再
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
賀

茂
社
史
料
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
「
賀
茂
注
進
雑
記
」
も
近
世
の
編
纂
物
で
、
賀
茂

社
神
主
岡
本
保
可
ら
が
撰
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
寺
社
奉
行
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
も
近
世
国
学
に
よ
る
神
社
縁
起
・
神
社
史
の
編
纂
事
業
で
あ
っ
た
と

み
る
こ
と
が
で
き
る

（
（（
（

。
神
社
史
料
に
は
、
近
世
国
学
者
や
近
代
神
官
な
ど
各
時
代
の

神
官
層
に
よ
る
神
社
縁
起
創
出
の
側
面
が
存
在
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

終
章

　諏
訪
神
社
史
料
の
特
徴
と
他
社
と
の
共
通
点

　1
．
諏
訪
神
社
史
料
群
の
特
徴

　以
上
の
検
討
か
ら
諏
訪
神
社
関
係
史
料
の
残
り
方
に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
み
ら

れ
る
。
第
一
の
特
徴
は
、
諏
訪
神
社
本
体
が
所
蔵
し
て
い
る
史
料
は
い
ず
れ
も
近

世
・
近
代
に
あ
っ
て
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
大
量
の
文

書
群
が
諏
訪
大
祝
家
や
神
長
官
・
権
祝
・
擬
祝
・
副
祝
・
禰
宜
太
夫
家
の
五
官
祝
家

な
ど
旧
社
家
の
文
書
と
し
て
神
社
の
外
部
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
本
来
の
諏
訪
神
社
の
文
書
群
は
、
現
在
で
は
諏
訪
神
社
と
は
直
接

関
係
の
な
く
な
っ
た
旧
社
家
文
書
と
し
て
個
人
所
蔵
に
な
っ
て
い
る
で
あ
る
。

　こ
う
し
た
特
徴
は
、
明
治
維
新
で
の
廃
仏
毀
釈
と
国
家
神
道
政
策
と
戦
後
宗
教
法

人
政
策
の
結
果
で
あ
る
。
明
治
四
年
諏
訪
社
は
上
下
社
合
わ
せ
て
一
社
と
し
国
幣
中

社
に
な
る
と
と
も
に
、
世
襲
神
職
の
廃
止
に
よ
り
大
祝
・
神
長
官
・
禰
宜
大
夫
・
権

祝
・
擬
祝
・
副
祝
・
奉
行
・
政
所
・
宝
釼
持
以
下
二
七
○
人
の
社
中
が
還
俗
し
た
。
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神
職
は
県
の
任
命
制
に
な
り
、
禰
宜
（
・
権
禰
宜
（
・
主
典
（
が
新
神
官
と
な
っ
た
。

当
初
は
祭
事
に
際
し
て
旧
社
家
も
協
力
し
た
が
、
国
家
神
道
の
制
度
化
が
す
す
む
に

つ
れ
て
、
旧
社
家
は
神
社
か
ら
離
脱
さ
せ
ら
れ
た
。
昭
和
二
十
一
年
宗
教
法
人
令
に

よ
り
神
社
本
庁
が
設
立
さ
れ
、
昭
和
二
十
三
年
諏
訪
大
社
と
改
称
し
た
。
現
在
、
諏

訪
神
社
の
神
官
は
宮
司
・
権
宮
司
・
禰
宜
・
権
禰
宜
・
出
仕
の
五
官
で
、
い
ず
れ
も

神
社
本
庁
の
任
命
職
員
で
あ
る
（『
諏
訪
市
史
下
巻
』
諏
訪
市
一
九
七
六
）。
こ
の
た

め
、
世
襲
神
職
で
あ
っ
た
旧
社
家
や
社
中
は
い
ま
や
諏
訪
大
社
と
は
無
関
係
に
な

り
、
社
家
文
書
は
個
人
所
蔵
史
料
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
家
の
文
書
と
し
て
伝
来
し
て
い

る
。
わ
ず
か
に
諏
訪
大
祝
家
文
書
、
権
祝
矢
島
家
文
書
が
諏
訪
市
立
博
物
館
に
寄
託

さ
れ
、
神
長
官
守
矢
家
文
書
が
茅
野
市
に
寄
託
さ
れ
て
調
査
が
進
展
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
そ
れ
以
外
の
社
家
文
書
は
、
当
主
の
代
替
わ
り
で
相
続
人
の
喪
失
・
個
人

経
営
や
移
住
に
よ
り
家
の
伝
統
や
家
職
意
識
の
喪
失
な
ど
に
直
面
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
多
い
。
一
部
の
諏
訪
神
社
関
係
史
料
が
、
古
書
市
場
に
流
失
し
て
お
り
、
世
代
交

代
の
中
で
伝
来
の
由
来
が
亡
失
さ
れ
、保
存
状
態
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。

　第
二
の
特
徴
は
、
諏
訪
神
社
関
係
史
料
群
は
、
廃
仏
毀
釈
・
神
仏
分
離
に
よ
っ
て

神
宮
寺
文
書
は
も
と
よ
り
、旧
社
家
史
料
に
お
い
て
も
仏
教
関
係
史
料
が
排
除
さ
れ
、

ほ
と
ん
ど
所
在
す
ら
不
明
な
ま
ま
流
出
・
散
逸
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
の

た
め
、
中
世
・
近
世
に
お
け
る
神
社
年
中
行
事
や
神
事
作
法
な
ど
の
解
明
に
寄
与
し

う
る
史
料
群
が
、
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
。
前
近
代
の
神
道
祭
事
の
作
法
や
、
神

道
と
仏
事
と
の
区
別
の
仕
方
、
祭
壇
の
荘
厳
作
法
、
神
楽
・
雅
楽
な
ど
音
楽
史
料
、

建
築
・
船
大
工
・
疫
病
・
五
穀
豊
穣
・
病
気
退
散
な
ど
の
祓
作
法
や
呪
術
作
法
な
ど

の
解
明
は
、
未
調
査
で
あ
り
、
新
し
い
史
料
群
の
発
掘
な
し
に
は
、
不
可
能
で
あ
る
。

現
在
の
諏
訪
神
社
関
係
史
料
に
は
こ
う
し
た
偏
在
性
が
著
し
い
。

　第
三
の
特
徴
は
、
明
治
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
お
け
る
神
社
神
官
は
、
新
制
神
官

に
任
命
さ
れ
た
近
代
国
家
神
道
の
官
僚
で
あ
り
、
旧
社
家
と
は
異
な
る
神
道
観
を

も
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
近
代
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
ー
に
即
し
た
諏
訪
神
社
の
近

代
的
縁
起
を
新
し
く
編
纂
し
て
明
治
民
衆
を
近
代
的
諏
訪
神
社
の
下
に
組
織
化
し
よ

う
と
努
力
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
近
代
の
神
社
史
料
群
と
は
異
質
な
史
料
を
伝
統
的

な
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
く
粉
飾
し
た
も
の
も
み
ら
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
神
社

史
料
は
近
代
的
縁
起
に
よ
る
粉
飾
・
偽
作
・
改
変
な
ど
の
影
響
と
受
け
て
い
る
こ
と

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　2
．
全
国
的
な
神
社
史
料
群
の
現
状
と
共
通
点

　前
節
で
み
た
諏
訪
神
社
史
料
群
の
三
つ
の
特
徴
は
、
諏
訪
神
社
史
料
の
み
の
特
質

で
は
な
く
、
全
国
的
な
神
社
史
料
に
共
通
す
る
特
徴
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い

る
。
現
在
、
旧
神
主
や
社
家
が
、
現
任
の
神
官
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
阿
蘇
社
の
阿

蘇
家
、
宇
佐
社
の
到
津
家
、
大
山
積
神
社
の
三
島
家
、
出
雲
大
社
の
千
家
な
ど
数
え

る
ほ
ど
し
か
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
現
在
の
神
社
の
神
官
層
と
神
社
史
料
を
も
っ

て
い
る
旧
社
家
と
は
無
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
以
下
、
全
国
の
神
社

史
料
の
調
査
・
研
究
の
現
状
を
み
な
が
ら
、
可
能
な
範
囲
で
比
較
検
討
し
て
み
た
い
。

　石
清
水
八
幡
宮
文
書
は
、
別
当
家
の
田
中
家
と
菊
大
路
家
に
伝
来
し
た
も
の
が
中

心
で
、
明
治
四
十
三
年
に
田
中
家
当
主
俊
清
氏
が
偶
々
八
幡
宮
宮
司
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
社
外
に
伝
る
史
料
を
ふ
く
め
て
編
纂
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
石
清
水
八
幡
宮
史

が
で
き
た
と
い
わ
れ
る
〔『
石
清
水
八
幡
宮
史
』
社
務
所

　一
九
三
九
〕。
戦
前
に
お
い

て
社
家
文
書
が
流
出
す
る
前
に
ま
と
め
て
編
纂
・
刊
行
さ
れ
た
事
例
は
、
春
日
神
社

文
書
や
鹿
島
神
宮
文
書
の
刊
行
な
ど
例
外
的
な
事
例
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　八
坂
神
社
文
書
は
、
旧
執
行
で
あ
っ
た
寶
寿
院
建
内
家
に
伝
来
し
た
文
書
で
、
廃

仏
毀
釈
後
流
出
し
た
も
の
が
、
昭
和
五
年
に
神
社
の
所
有
に
帰
し
た
も
の
で
あ
る

（
（（
（

、

そ
れ
以
外
の
も
の
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
や
京
都
歴
史
資
料
館
な
ど
に
流
出
し
て

い
る

（
（（
（

。
北
野
神
社
文
書
も
、
室
町
期
に
成
立
し
て
い
た
院
家
の
所
蔵
文
書
が
中
心

で
あ
っ
た
が
、
廃
仏
毀
釈
以
後
市
場
に
流
出
し
、
京
都
大
学
・
筑
波
大
学
・
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
な
ど
に
よ
っ
て
再
購
入
さ
れ
、
そ
の
全
貌
は
い
ま
な
お
不
明
で

あ
る

（
（（
（

。
伊
勢
神
宮
文
書
に
つ
い
て
も
、
神
宮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
文
書
は
、
慶
安

元
年
（
一
六
四
八
）
外
宮
司
官
修
学
の
豊
宮
崎
文
庫
と
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
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神
職
は
県
の
任
命
制
に
な
り
、
禰
宜
（
・
権
禰
宜
（
・
主
典
（
が
新
神
官
と
な
っ
た
。

当
初
は
祭
事
に
際
し
て
旧
社
家
も
協
力
し
た
が
、
国
家
神
道
の
制
度
化
が
す
す
む
に

つ
れ
て
、
旧
社
家
は
神
社
か
ら
離
脱
さ
せ
ら
れ
た
。
昭
和
二
十
一
年
宗
教
法
人
令
に

よ
り
神
社
本
庁
が
設
立
さ
れ
、
昭
和
二
十
三
年
諏
訪
大
社
と
改
称
し
た
。
現
在
、
諏

訪
神
社
の
神
官
は
宮
司
・
権
宮
司
・
禰
宜
・
権
禰
宜
・
出
仕
の
五
官
で
、
い
ず
れ
も

神
社
本
庁
の
任
命
職
員
で
あ
る
（『
諏
訪
市
史
下
巻
』
諏
訪
市
一
九
七
六
）。
こ
の
た

め
、
世
襲
神
職
で
あ
っ
た
旧
社
家
や
社
中
は
い
ま
や
諏
訪
大
社
と
は
無
関
係
に
な

り
、
社
家
文
書
は
個
人
所
蔵
史
料
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
家
の
文
書
と
し
て
伝
来
し
て
い

る
。
わ
ず
か
に
諏
訪
大
祝
家
文
書
、
権
祝
矢
島
家
文
書
が
諏
訪
市
立
博
物
館
に
寄
託

さ
れ
、
神
長
官
守
矢
家
文
書
が
茅
野
市
に
寄
託
さ
れ
て
調
査
が
進
展
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
そ
れ
以
外
の
社
家
文
書
は
、
当
主
の
代
替
わ
り
で
相
続
人
の
喪
失
・
個
人

経
営
や
移
住
に
よ
り
家
の
伝
統
や
家
職
意
識
の
喪
失
な
ど
に
直
面
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
多
い
。
一
部
の
諏
訪
神
社
関
係
史
料
が
、
古
書
市
場
に
流
失
し
て
お
り
、
世
代
交

代
の
中
で
伝
来
の
由
来
が
亡
失
さ
れ
、保
存
状
態
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。

　第
二
の
特
徴
は
、
諏
訪
神
社
関
係
史
料
群
は
、
廃
仏
毀
釈
・
神
仏
分
離
に
よ
っ
て

神
宮
寺
文
書
は
も
と
よ
り
、旧
社
家
史
料
に
お
い
て
も
仏
教
関
係
史
料
が
排
除
さ
れ
、

ほ
と
ん
ど
所
在
す
ら
不
明
な
ま
ま
流
出
・
散
逸
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
の

た
め
、
中
世
・
近
世
に
お
け
る
神
社
年
中
行
事
や
神
事
作
法
な
ど
の
解
明
に
寄
与
し

う
る
史
料
群
が
、
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
。
前
近
代
の
神
道
祭
事
の
作
法
や
、
神

道
と
仏
事
と
の
区
別
の
仕
方
、
祭
壇
の
荘
厳
作
法
、
神
楽
・
雅
楽
な
ど
音
楽
史
料
、

建
築
・
船
大
工
・
疫
病
・
五
穀
豊
穣
・
病
気
退
散
な
ど
の
祓
作
法
や
呪
術
作
法
な
ど

の
解
明
は
、
未
調
査
で
あ
り
、
新
し
い
史
料
群
の
発
掘
な
し
に
は
、
不
可
能
で
あ
る
。

現
在
の
諏
訪
神
社
関
係
史
料
に
は
こ
う
し
た
偏
在
性
が
著
し
い
。

　第
三
の
特
徴
は
、
明
治
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
お
け
る
神
社
神
官
は
、
新
制
神
官

に
任
命
さ
れ
た
近
代
国
家
神
道
の
官
僚
で
あ
り
、
旧
社
家
と
は
異
な
る
神
道
観
を

も
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
近
代
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
ー
に
即
し
た
諏
訪
神
社
の
近

代
的
縁
起
を
新
し
く
編
纂
し
て
明
治
民
衆
を
近
代
的
諏
訪
神
社
の
下
に
組
織
化
し
よ

う
と
努
力
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
近
代
の
神
社
史
料
群
と
は
異
質
な
史
料
を
伝
統
的

な
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
く
粉
飾
し
た
も
の
も
み
ら
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
神
社

史
料
は
近
代
的
縁
起
に
よ
る
粉
飾
・
偽
作
・
改
変
な
ど
の
影
響
と
受
け
て
い
る
こ
と

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　2
．
全
国
的
な
神
社
史
料
群
の
現
状
と
共
通
点

　前
節
で
み
た
諏
訪
神
社
史
料
群
の
三
つ
の
特
徴
は
、
諏
訪
神
社
史
料
の
み
の
特
質

で
は
な
く
、
全
国
的
な
神
社
史
料
に
共
通
す
る
特
徴
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い

る
。
現
在
、
旧
神
主
や
社
家
が
、
現
任
の
神
官
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
阿
蘇
社
の
阿

蘇
家
、
宇
佐
社
の
到
津
家
、
大
山
積
神
社
の
三
島
家
、
出
雲
大
社
の
千
家
な
ど
数
え

る
ほ
ど
し
か
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
現
在
の
神
社
の
神
官
層
と
神
社
史
料
を
も
っ

て
い
る
旧
社
家
と
は
無
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
以
下
、
全
国
の
神
社

史
料
の
調
査
・
研
究
の
現
状
を
み
な
が
ら
、
可
能
な
範
囲
で
比
較
検
討
し
て
み
た
い
。

　石
清
水
八
幡
宮
文
書
は
、
別
当
家
の
田
中
家
と
菊
大
路
家
に
伝
来
し
た
も
の
が
中

心
で
、
明
治
四
十
三
年
に
田
中
家
当
主
俊
清
氏
が
偶
々
八
幡
宮
宮
司
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
社
外
に
伝
る
史
料
を
ふ
く
め
て
編
纂
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
石
清
水
八
幡
宮
史

が
で
き
た
と
い
わ
れ
る
〔『
石
清
水
八
幡
宮
史
』
社
務
所

　一
九
三
九
〕。
戦
前
に
お
い

て
社
家
文
書
が
流
出
す
る
前
に
ま
と
め
て
編
纂
・
刊
行
さ
れ
た
事
例
は
、
春
日
神
社

文
書
や
鹿
島
神
宮
文
書
の
刊
行
な
ど
例
外
的
な
事
例
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　八
坂
神
社
文
書
は
、
旧
執
行
で
あ
っ
た
寶
寿
院
建
内
家
に
伝
来
し
た
文
書
で
、
廃

仏
毀
釈
後
流
出
し
た
も
の
が
、
昭
和
五
年
に
神
社
の
所
有
に
帰
し
た
も
の
で
あ
る

（
（（
（

、

そ
れ
以
外
の
も
の
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
や
京
都
歴
史
資
料
館
な
ど
に
流
出
し
て

い
る

（
（（
（

。
北
野
神
社
文
書
も
、
室
町
期
に
成
立
し
て
い
た
院
家
の
所
蔵
文
書
が
中
心

で
あ
っ
た
が
、
廃
仏
毀
釈
以
後
市
場
に
流
出
し
、
京
都
大
学
・
筑
波
大
学
・
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
な
ど
に
よ
っ
て
再
購
入
さ
れ
、
そ
の
全
貌
は
い
ま
な
お
不
明
で

あ
る

（
（（
（

。
伊
勢
神
宮
文
書
に
つ
い
て
も
、
神
宮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
文
書
は
、
慶
安

元
年
（
一
六
四
八
）
外
宮
司
官
修
学
の
豊
宮
崎
文
庫
と
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
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宇
治
会
合
所
の
内
宮
文
庫
で
あ
る
林
崎
文
庫
と
を
基
盤
と
し
て
お
り
、
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）
内
宮
文
殿
と
外
宮
神
庫
が
神
宮
司
庁
に
な
っ
た
の
に
と
も
な
っ
て
、

明
治
六
年
林
崎
文
庫
が
献
納
さ
れ
、
明
治
三
十
九
年
に
一
括
管
理
の
た
め
神
宮
文
庫

が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
内
容
は
、
祀
官
村
松
家
、
荒
木
田

家
、
東
寺
文
書
、
大
湊
太
田
家
文
書
、
御
巫
清
直
の
収
集
文
書
や
さ
ら
に
収
集
さ
れ

た
三
条
家
文
書
（
愚
昧
記
）、
山
中
文
書
な
ど
直
接
伊
勢
神
宮
と
は
無
関
係
な
諸
家

文
書
が
含
ま
れ
て
い
る

（
（（
（

。
熱
田
神
宮
の
場
合
も
、
寶
庫
文
書
は
大
宮
司
千
秋
家
・
権

宮
司
祝
詞
師
田
島
家
・
惣
検
校
馬
場
家
・
大
内
人
大
喜
家
・
長
岡
家
・
松
岡
家
な
ど

社
家
や
旧
神
宮
寺
に
旧
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、廃
仏
毀
釈
の
後
神
社
に
寄
納
さ
れ
、

巷
間
に
出
て
篤
志
家
に
よ
っ
て
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　千
葉
県
の
香
取
神
社
文
書
は
、
旧
大
禰
宜
家
文
書
と
旧
大
宮
司
家
文
書
の
一
部
が

神
社
の
所
蔵
と
な
っ
た
も
の
で
、
そ
の
大
半
は
録
司
代
・
田
所
・
案
主
・
分
飯
司
・

物
忌
・
源
太
祝
・
要
害
・
西
光
司
な
ど
の
社
家
史
料
と
新
福
寺
文
書
と
し
て
個
人
所

蔵
の
ま
ま
で
あ
り
、
現
在
の
香
取
神
社
と
の
直
接
的
な
関
係
は
な
く
な
っ
て
い
る

（
（（
（

。

　上
賀
茂
神
社
文
書
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
京
都
府
か
ら
古
文
書
整
理
事
業
が
行

わ
れ
、『
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
目
録
』〔
京
都
府
教
育
委
員
会

　二
○
○
三
〕
が
刊
行
さ

れ
、
あ
わ
せ
て
「
歴
史
文
化
講
座
」
が
開
催
さ
れ
た

（
（（
（

。
そ
れ
ら
は
氏
人
惣
中
文
書
が

中
心
で
、
ほ
か
に
社
家
文
書
と
し
て
は
鳥
居
大
路
家
、
岩
佐
家
、
梅
辻
家
、
馬
場
家
、

座
田
家
な
ど
が
あ
り
、
関
係
機
関
に
散
在
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　こ
う
し
て
み
れ
ば
、
多
く
の
神
社
史
料
は
神
社
や
現
任
の
神
官
層
の
保
管
下
に
あ

る
も
の
は
む
し
ろ
限
定
さ
れ
た
文
書
群
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
社
家
文
書
と

し
て
個
人
所
蔵
に
帰
し
て
お
り
散
逸
の
危
機
に
直
面
し
、
史
料
群
の
全
体
像
は
な
お

不
明
の
状
態
の
も
の
が
多
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
家
文
書
の
群
と
し
て

の
全
体
的
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
神
社
史
料
に
対
す
る
史
料
批
判
を
厳
密
に
す

る
う
え
で
必
要
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
際
に
個
別
神
社
に
お
け
る
廃

仏
毀
釈
の
実
態
解
明
や
旧
聖
教
類
の
所
在
に
ま
で
言
及
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
み
あ

た
ら
な
い
。
神
社
史
料
を
検
討
す
る
際
に
、
廃
仏
毀
釈
に
よ
る
神
社
史
料
構
造
の
改

変
と
い
う
問
題
は
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
と
し
て
研
究
者
が
自
覚
的
・
意
識
的
に
留

意
す
べ
き
検
討
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　ま
た
、
近
世
・
近
代
の
神
官
層
に
よ
る
神
道
書
や
縁
起
の
編
纂
・
改
変
と
い
う
諸

問
題
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い

（
（（
（

。
し
か
し
、
神
道
史
と
い
う
も
の

が
「
近
代
日
本
的
な
偏
見
」
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
は
黒
田
俊
雄
の
指

摘
で
あ
る

（
（（
（

。
国
家
神
道
の
下
で
神
道
書
や
神
社
史
料
が
ど
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
変
容
を
遂
げ
た
の
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
神
社
史
料
研
究
の
一
分
野
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
飯
田
武
郷
・
岩
本
尚
賢
・
延
川
和
彦
を
は
じ
め

平
田
国
学
の
神
官
層
、
さ
ら
に
は
宮
地
直
一
ら
が
神
道
書
や
神
社
史
料
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
た
か
は
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

　こ
う
し
た
神
社
史
料
も
も
つ
諸
問
題
を
ト
ー
タ
ル
と
し
て
論
じ
た
研
究
は
き
わ
め

て
少
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、神
社
史
料
を
数
多
く
採
訪
し
た
村
田
正
志
が
、

神
社
か
ら
離
脱
し
て
ゆ
く
古
文
書
が
多
く
、
旧
社
家
の
者
が
そ
の
神
社
に
奉
仕
す
る

こ
と
が
事
実
上
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
（
（（
（

。
社
家
文
書
の
特
質
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
見
当
た
ら
ず
、
わ
ず
か
に
西
垣
晴

治
が
中
世
神
社
・
神
道
関
係
文
書
の
所
在
情
報
を
ま
と
め
て
い
る
の
み
で
あ
る

（
（（
（

。
神

社
文
書
の
史
料
批
判
を
徹
底
し
、
実
証
主
義
的
な
神
社
史
研
究
を
構
築
す
る
た
め
に

も
、
社
家
文
書
の
特
質
に
つ
い
て
の
資
料
学
的
研
究
が
必
要
に
な
ろ
う
。

む
す
び
に

　二
十
世
紀
末
期
に
全
国
で
実
施
さ
れ
た
自
治
体
史
編
纂
事
業
に
よ
っ
て
、
中
世
史

料
の
武
家
文
書
や
地
方
寺
院
と
含
む
寺
院
文
書
の
発
掘
が
膨
大
な
量
に
及
ん
だ
。
そ

れ
が
、
二
十
一
世
紀
の
日
本
歴
史
究
明
の
資
料
的
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た

こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
私
も
一
九
八
○
年
に
長
野
県
史
通
史
編
編
纂
委
員
と
し

て
地
方
で
の
史
料
調
査
に
従
事
し
は
じ
め
て
か
ら
、武
家
や
寺
院
史
料
に
比
較
し
て
、

神
社
史
料
の
調
査
は
こ
と
の
ほ
か
困
難
を
伴
う
こ
と
を
経
験
し
て
き
た
。
神
像
や
神
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宝
の
調
査
は
閲
覧
そ
の
も
の
が
難
し
く
、
蔵
物
の
調
査
は
神
主
の
一
存
で
は
い
か
な

い
と
し
て
総
代
会
の
審
議
が
必
要
な
と
こ
ろ
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
他
方
で
、
農
山

村
の
過
疎
問
題
の
中
で
、
村
の
鎮
守
や
小
堂
な
ど
が
合
祀
さ
れ
、
朽
ち
る
に
ま
か
せ

る
姿
を
み
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
神
社
史
料
が
廃
仏
毀
釈
・
神
仏

分
離
で
大
き
く
改
編
さ
れ
、
さ
ら
に
近
代
神
官
制
度
に
よ
っ
て
旧
社
家
が
神
社
と
の

関
係
を
断
た
れ
て
個
人
の
家
蔵
史
料
と
し
て
伝
世
さ
れ
、
世
代
交
代
の
中
で
散
逸
や

売
却
の
危
機
に
あ
る
こ
と
を
数
多
く
体
験
し
た
。
史
料
は
群
と
し
て
相
伝
さ
れ
て
お

り
、
そ
こ
に
独
自
の
歴
史
的
意
味
が
あ
り
、
そ
の
解
明
は
史
料
批
判
学
の
基
礎
作
業

と
し
て
必
要
不
可
欠
に
な
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
由
緒
や
相
伝

の
経
緯
が
記
録
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
一
紙
物
や
軸
物
と
し
て
古
書
店
界
な
ど
に
流
通
す
る

姿
を
み
る
に
つ
け
て
、
こ
れ
は
歴
史
学
・
書
誌
学
・
史
料
批
判
学
の
危
機
で
も
あ
る

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　と
く
に
、
井
上
寛
司
の
下
に
結
集
し
た
諸
国
一
宮
制
研
究
会
に
よ
る
諸
国
一
宮
の

現
地
調
査
や
『
中
世
諸
国
一
宮
制
の
基
礎
的
研
究
』〔
岩
田
書
院

　二
〇
〇
〇
〕
な
ど

に
参
加
す
る
中
で
、
諏
訪
神
社
史
料
が
直
面
し
て
い
る
諸
問
題
は
、
神
社
史
料
に
共

通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
國
學
院
大
學
の
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の「
神
道
・
日
本
文
化
の
形
成
と
発
展
に
関
す
る
調
査
研
究
」で
は
、千
々

和
到･

岡
田
荘
司
に
お
世
話
に
な
り
な
が
ら
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
「
御
記
文
に
つ
い

て
―
神
社
史
料
の
諸
問
題
」を
報
告
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
歴
博
共
同
研
究「
神

社
史
料
の
多
面
性
に
関
す
る
資
料
論
的
研
究
」
で
は
、
史
料
群
と
し
て
の
史
料
批
判

学
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
神
社
史

料
が
置
か
れ
て
い
る
現
状
の
危
機
的
状
態
を
自
覚
し
て
も
ら
う
一
助
に
な
り
、
す
こ

し
で
も
保
存
に
む
け
て
の
具
体
的
な
前
進
が
図
ら
れ
、
神
社
史
料
群
の
特
殊
性
に
つ

い
て
の
問
題
意
識
が
高
ま
る
こ
と
を
期
待
し
て
、本
報
告
を
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

中
世
の
諏
訪
関
係
史
料
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
関
係
か
ら
別
に
発
表
す
る
こ
と
に
し

た
（
（（
（

。

註（
（
）

　岡
田
荘
司『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
九
四
）。
藤
本
元
啓『
中

世
熱
田
社
の
構
造
と
展
開
』（
続
群
書
類
従
完
成
会

　二
○
○
三
）

（
（
）

　一
宮
研
究
会
編
『
中
世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開
』（
上
・
下
巻
、
岩
田
書
院

　二
○
○
四
）、

井
上
寛
司
『
日
本
の
神
社
と
「
神
道
」』（
校
倉
書
房

　二
○
○
六
）

（
（
）

　宮
地
正
人
編
『
平
田
国
学
の
再
検
討
』（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

一
二
二
・
一
二
八

　二
○
○
五
・
○
六
）

（
（
）

　坂
本
亮
太
「
中
世
村
落
祭
祀
視
に
お
け
る
寺
社
の
位
置
」（『
国
史
学
』
一
八
六
、
二
○
○

五
）、
苅
米
一
志
「
中
世
前
期
に
お
け
る
地
域
社
会
と
宗
教
秩
序
」（『
二
○
○
六
年
歴
史
学
研

究
会
大
会
報
告
』
二
○
○
七
）。
拙
著
『
中
世
寺
院
と
民
衆
』（
臨
川
書
店

　二
○
○
四

　増
補

版
二
〇
〇
九
）。

（
（
）

　以
下
、
典
拠
史
料
の
提
示
は
、『
信
濃
史
料
』
（（
巻
（0（
頁
の
場
合
は
「
⑬
（0（
」
と
表
示
し
て

注
を
省
略
す
る
。
諏
訪
神
社
の
史
料
調
査
で
は
、
松
本
昌
親
・
平
林
成
元
歴
代
の
宮
司
を
は
じ

め
禰
宜
の
原
弘
昌
・
竹
埜
正
氏
ら
の
ご
協
力
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
記
し
て
感
謝
の
意

と
す
る
。

（
6
）

　拙
論
「
中
世
の
印
章
と
出
納
文
書
」（
有
光
友
学
編
『
戦
国
期
印
章
・
印
判
状
の
研
究
』
岩

田
書
院

　二
○
○
六
）。
大
祝
家
・
権
祝
家
の
文
書
は
、
諏
訪
市
誌
編
纂
室
か
ら
諏
訪
市
立
博

物
館
の
寄
託
に
な
り
、
こ
の
間
の
史
料
調
査
で
は
、
宮
坂
光
昭
・
小
林
純
子
・
高
見
俊
樹
諸
氏

の
ご
協
力
・
ご
教
示
に
預
か
っ
た
。

（
（
）

　伊
藤
富
雄
『
伊
藤
富
雄
著
作
集
』（
全
六
巻

　甲
陽
書
房
ほ
か

　一
九
七
八
～
八
七
）。

（
8
）

　『
信
濃
史
料
』
に
と
ら
れ
た
主
要
な
史
料
は
、
長
享
二
年
春
秋
之
宮
造
営
之
次
第
・
当
社
神

幸
記
（
同
～
天
正
二
年
）
天
文
二
二
年
信
濃
国
一
宮
諏
訪
本
社
上
宮
御
鎮
座
秘
伝
記
（
（（
―
6（（
）・

年
未
詳
信
玄
書
状
（
（（
―
（（（
）、
天
正
六
年
二
月
下
諏
訪
春
秋
両
宮
御
造
営
帳
・
天
正
六
年
二

月
武
田
勝
頼
造
営
手
形
・
天
正
七
年
下
宮
春
宮
造
営
帳
・
天
正
七
年
二
月
下
諏
訪
造
営
帳
・
天

正
七
年
上
諏
訪
大
宮
同
前
宮
造
営
帳
・
両
社
御
造
営
領
并
御
神
領
等
帳
・
諏
訪
大
明
神
絵
詞

（
錯
簡
あ
り
・
権
祝
綱
政
本
書
写
）・
永
禄
九
年
武
田
信
玄
朱
印
状
・
永
禄
九
年
小
山
田
信
茂

書
状
（
（（
―
（6
）
な
ど
で
あ
る
。
諏
訪
忠
弘
所
蔵
の
も
の
で
は
、
永
禄
十
一
年
武
田
信
玄
朱
印

状
（
（（
―
（0（
）・
永
禄
十
二
年
武
田
信
玄
判
物
（
（（
―
（（（
）・
元
亀
二
年
武
田
信
玄
朱
印
状
（
（（

―
（（0
）
天
正
四
年
武
田
勝
頼
判
物
案
（
（（
―
（（（
）
な
ど
戦
国
期
の
も
の
が
多
い
。

（
（
）

　目
録
作
製
に
参
加
し
た
細
田
貴
助
『
県
宝
守
矢
文
書
を
読
む
』（
正
・
Ⅱ

　ほ
お
ず
き
書
店

　二
〇
〇
三
／
二
〇
〇
六
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
神
長
官
守
矢
家
文
書
の
調
査
で
は
、
守
矢

早
苗
氏
・
茅
野
市
立
総
合
博
物
館
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。

（
（0
）

　戦
後
の
一
九
七
○
年
代
ま
で
の
諏
訪
神
社
研
究
は
、諏
訪
信
仰
を
特
集
し
た
『
神
道
史
研
究
』

（
（（
―
（
・
6
一
九
七
五
）
の
鎌
田
純
一
「
中
世
に
於
け
る
諏
訪
氏
の
活
躍
」、
高
階
成
章
「
諏
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宝
の
調
査
は
閲
覧
そ
の
も
の
が
難
し
く
、
蔵
物
の
調
査
は
神
主
の
一
存
で
は
い
か
な

い
と
し
て
総
代
会
の
審
議
が
必
要
な
と
こ
ろ
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
他
方
で
、
農
山

村
の
過
疎
問
題
の
中
で
、
村
の
鎮
守
や
小
堂
な
ど
が
合
祀
さ
れ
、
朽
ち
る
に
ま
か
せ

る
姿
を
み
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
神
社
史
料
が
廃
仏
毀
釈
・
神
仏

分
離
で
大
き
く
改
編
さ
れ
、
さ
ら
に
近
代
神
官
制
度
に
よ
っ
て
旧
社
家
が
神
社
と
の

関
係
を
断
た
れ
て
個
人
の
家
蔵
史
料
と
し
て
伝
世
さ
れ
、
世
代
交
代
の
中
で
散
逸
や

売
却
の
危
機
に
あ
る
こ
と
を
数
多
く
体
験
し
た
。
史
料
は
群
と
し
て
相
伝
さ
れ
て
お

り
、
そ
こ
に
独
自
の
歴
史
的
意
味
が
あ
り
、
そ
の
解
明
は
史
料
批
判
学
の
基
礎
作
業

と
し
て
必
要
不
可
欠
に
な
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
由
緒
や
相
伝

の
経
緯
が
記
録
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
一
紙
物
や
軸
物
と
し
て
古
書
店
界
な
ど
に
流
通
す
る

姿
を
み
る
に
つ
け
て
、
こ
れ
は
歴
史
学
・
書
誌
学
・
史
料
批
判
学
の
危
機
で
も
あ
る

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　と
く
に
、
井
上
寛
司
の
下
に
結
集
し
た
諸
国
一
宮
制
研
究
会
に
よ
る
諸
国
一
宮
の

現
地
調
査
や
『
中
世
諸
国
一
宮
制
の
基
礎
的
研
究
』〔
岩
田
書
院

　二
〇
〇
〇
〕
な
ど

に
参
加
す
る
中
で
、
諏
訪
神
社
史
料
が
直
面
し
て
い
る
諸
問
題
は
、
神
社
史
料
に
共

通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
國
學
院
大
學
の
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の「
神
道
・
日
本
文
化
の
形
成
と
発
展
に
関
す
る
調
査
研
究
」で
は
、千
々

和
到･

岡
田
荘
司
に
お
世
話
に
な
り
な
が
ら
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
「
御
記
文
に
つ
い

て
―
神
社
史
料
の
諸
問
題
」を
報
告
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
歴
博
共
同
研
究「
神

社
史
料
の
多
面
性
に
関
す
る
資
料
論
的
研
究
」
で
は
、
史
料
群
と
し
て
の
史
料
批
判

学
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
神
社
史

料
が
置
か
れ
て
い
る
現
状
の
危
機
的
状
態
を
自
覚
し
て
も
ら
う
一
助
に
な
り
、
す
こ

し
で
も
保
存
に
む
け
て
の
具
体
的
な
前
進
が
図
ら
れ
、
神
社
史
料
群
の
特
殊
性
に
つ

い
て
の
問
題
意
識
が
高
ま
る
こ
と
を
期
待
し
て
、本
報
告
を
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

中
世
の
諏
訪
関
係
史
料
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
関
係
か
ら
別
に
発
表
す
る
こ
と
に
し

た
（
（（
（

。

註（
（
）

　岡
田
荘
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○
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史
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、
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司
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落
祭
祀
視
に
お
け
る
寺
社
の
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史
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○
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○
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史
学
研

究
会
大
会
報
告
』
二
○
○
七
）。
拙
著
『
中
世
寺
院
と
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○
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版
二
〇
〇
九
）。

（
（
）

　以
下
、
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史
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の
提
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は
、『
信
濃
史
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巻
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の
場
合
は
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と
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て
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を
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る
。
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で
は
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成
元
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の
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司
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禰
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の
原
弘
昌
・
竹
埜
正
氏
ら
の
ご
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力
を
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た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
記
し
て
感
謝
の
意

と
す
る
。

（
6
）

　拙
論
「
中
世
の
印
章
と
出
納
文
書
」（
有
光
友
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編
『
戦
国
期
印
章
・
印
判
状
の
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○
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の
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、
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で
は
、
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の
ご
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ご
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。
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8
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　『
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史
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に
と
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た
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要
な
史
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は
、
長
享
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年
春
秋
之
宮
造
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之
次
第
・
当
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同
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―
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な
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で
あ
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。
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忠
弘
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の
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で
は
、
永
禄
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）
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武
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勝
頼
判
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案
（
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―
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）
な
ど
戦
国
期
の
も
の
が
多
い
。

（
（
）

　目
録
作
製
に
参
加
し
た
細
田
貴
助
『
県
宝
守
矢
文
書
を
読
む
』（
正
・
Ⅱ

　ほ
お
ず
き
書
店

　二
〇
〇
三
／
二
〇
〇
六
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
神
長
官
守
矢
家
文
書
の
調
査
で
は
、
守
矢

早
苗
氏
・
茅
野
市
立
総
合
博
物
館
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。

（
（0
）

　戦
後
の
一
九
七
○
年
代
ま
で
の
諏
訪
神
社
研
究
は
、諏
訪
信
仰
を
特
集
し
た
『
神
道
史
研
究
』

（
（（
―
（
・
6
一
九
七
五
）
の
鎌
田
純
一
「
中
世
に
於
け
る
諏
訪
氏
の
活
躍
」、
高
階
成
章
「
諏
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訪
神
社
の
研
究
」、
真
弓
常
忠
「
諏
訪
御
柱
に
就
い
て
の
所
見
」
な
ど
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
。

（
（（
）

　『
信
濃
史
料
』
に
採
録
さ
れ
た
守
矢
家
文
書
の
う
ち
、
古
文
書
は
精
選
さ
れ
し
か
も
「
検
討

の
余
地
あ
り
」
の
注
記
が
多
い
。
主
要
な
も
の
は
、
将
軍
頼
嗣
下
文
・
北
条
重
時
奉
書
・
元
応

元
年
関
東
下
知
状
・
嘉
暦
四
年
幕
府
下
知
状
案
（
結
番
帳
）・
至
徳
三
年
御
射
山
頭
役
差
定
・

文
明
十
九
年
満
実
書
状
案
・
天
文
六
年
三
条
西
公
条
書
状
（
（（
―
（（（
）・
天
文
八
年
古
河
公
方

足
利
晴
氏
家
臣
簗
田
高
助
書
状
（
（（
―
（（（
）・
天
文
十
一
年
諏
訪
頼
重
書
状
（
（（
―
（（8
）・
天
文

十
五
年
千
野
山
城
入
道
宗
光
書
状
（
（（
―
（（（
）・
天
文
十
七
年
口
宣
案
（
（（
―
（6（
）・
天
文
十
八

年
吉
守
矢
頼
真
書
状
案
（
（（
―
（（（
）・
天
文
二
十
二
年
後
奈
良
天
皇
女
房
奉
書
案
（
（（
―
（8（
）・

天
文
二
十
二
年
般
舟
院
友
空
書
状
案
・
同
神
長
官
頼
真
書
状
案
（
（（
―
（（（
）・
永
禄
九
年
玉
か

き
の
日
記
（
（（
）・
永
禄
九
年
武
田
信
玄
安
堵
状
（
（（
―
（（
）・
永
禄
十
年
武
田
信
玄
寄
進
状

（
（（
―
（8（
）・
永
禄
十
二
年
正
親
町
天
皇
綸
旨
（
（（
―
（（（
）・
年
未
詳
信
玄
書
状
（
（（
―
（（（
）
な
ど

限
定
さ
れ
て
い
る
。
記
録
・
典
籍
類
は
、
諏
訪
十
郷
日
記
・
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
・
大
祝
職
位

次
日
記
・
年
内
神
事
次
第
旧
記
・
上
社
物
忌
令
・
暦
応
三
年
守
矢
真
実
手
記
・
守
矢
満
実
書
留
・

諏
訪
大
明
神
神
秘
秘
本
事
（
満
実
書
写
）・
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
・
大
祝
職
位
次
日
記
・
守
矢

頼
真
書
留
・
神
使
御
頭
足
之
書
・
諏
訪
大
明
神
絵
詞
・
年
内
神
事
次
第
旧
記
（
（（
―
6（（
）
な
ど

き
わ
め
て
多
い
。『
鎌
倉
遺
文
』
は
守
矢
家
文
書
の
鎌
倉
期
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
採
録
し
て
い

る
が
、
書
誌
学
的
検
討
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。
守
矢
家

文
書
の
史
料
批
判
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
書
評
と
紹
介
・
県
宝
守
矢
文
書
を
読
む
」

（『
日
本
歴
史
』
六
七
八
、
二
〇
〇
四
）
参
照
。

（
（（
）

　矢
嶋
家
文
書
の
主
要
な
史
料
は
、
天
正
六
年
二
月
武
田
勝
頼
造
営
手
形
・
天
文
十
二
年
板

垣
信
方
安
堵
状
（
（（
―
（0（
）・
天
文
二
十
二
年
禁
中
修
理
料
百
貫
文
送
状
案
（
（（
―
（8（
）・
永
禄

九
年
上
諏
訪
造
営
一
柱
請
取
状
案
（
（（
―
8
）・
永
禄
十
年
伊
那
廻
御
神
役
武
田
信
玄
置
文
案

（
（（
―
6（
）・
天
正
元
年
山
家
頼
広
書
状
（
（（
―
（（（
）・
天
正
元
年
武
田
信
玄
書
状
案
（
（（
―
（（8
）・

年
未
詳
信
玄
書
状
（
（（
―
（（（
）・
天
正
二
年
武
田
勝
頼
朱
印
状
案
（
（（
―
（（
）・
天
正
二
年
武
田

勝
頼
朱
印
状
案
（
（（
―
（（
）・
天
正
四
年
大
和
善
親
書
状
（
（（
―
（（（
）・
天
正
十
年
知
久
頼
純
書

状
な
ど
で
あ
る
。
記
録
類
で
は
、
嘉
暦
四
年
諏
訪
社
御
頭
結
番
帳
（「
神
長
職
権
祝
矢
島
家
所

持
」）・
諏
訪
大
明
神
画
詞
（
錯
簡
な
し
・
権
祝
綱
政
本
書
写
）
な
ど
で
あ
る
。

（
（（
）

　諏
訪
大
明
神
絵
詞
の
権
祝
家
本
に
つ
い
て
は
、
二
○
○
二
年
八
月
三
日
一
宮
研
究
会
夏
季
合

宿
（
松
代
荘
）
で
口
頭
報
告
「
諏
訪
大
明
神
絵
詞
の
成
立
前
史
」
を
行
っ
た
。

（
（（
）

　『
信
濃
史
料
叢
書
第
三
巻
』「
諏
訪
大
明
神
絵
詞
・
解
題
」（
信
濃
史
料
刊
行
会

　

一
九
七
一
）。
金
井
典
美
「
諏
訪
大
明
神
絵
詞
の
写
本
と
系
統
」（『
諏
訪
信
仰
史
』
名
著
出
版

一
九
八
二
）。

（
（（
）

　権
祝
矢
島
家
所
蔵
文
書
「
諏
方
上
宮
権
祝
系
図
」（
諏
訪
市
立
博
物
館
寄
託
史
料
）。
史
料
調

査
で
は
、
小
林
純
子
・
亀
割
均
両
氏
の
ご
教
示
に
預
か
っ
た
。
な
お
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵

の
諏
訪
大
明
神
絵
詞
梵
舜
本
の
写
真
本
に
つ
い
て
は
、
丸
山
猶
計
氏
の
ご
協
力
を
得
た
。

（
（6
）

　鷲
尾
順
敬
「
信
濃
諏
訪
神
社
神
仏
分
離
事
件
調
査
報
告
」（『
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』）

（
（（
）

　今
井
真
樹
「
諏
訪
上
下
両
社
付
属
寺
院
遺
跡
」（『
昭
和
十
年
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報

告
』
長
野
県
一
九
三
五
）。
今
井
は
、
鷲
尾
の
調
査
報
告
に
は
か
な
り
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
わ
れ
る
。
な
お
、
今
井
広
亀
「
諏
訪
の
仏
像
を
た
ず
ね
て
（
・
（
・
（
」（『
オ
ー
ル
諏
訪
』

（
・
（
・
（
号

　一
九
八
一
）、
細
野
正
夫
「
上
社
の
廃
仏
毀
釈
（
・
（
」（『
オ
ー
ル
諏
訪
』

（
・
（
号

　一
九
八
一
）、
今
井
広
亀
・
細
川
正
夫
『
中
洲
村
史
』（
一
九
八
五
）
参
照
。

（
（8
）

　慶
応
四
年
「
両
社
仏
閣
社
僧
寺
院
御
廃
一
流
諸
般
記
」
諏
訪
市
桑
原
・
仏
法
招
隆
寺
所
蔵
。

史
料
調
査
で
は
、
仏
法
招
隆
寺
住
職
岩
崎
宥
昶
氏
の
ご
教
示
に
預
か
っ
た
。
諏
訪
上
社
神
宮
寺

関
係
史
料
群
の
成
果
は
、
長
野
県
立
歴
史
館
一
九
九
八
年
度
秋
季
企
画
展
示
図
録
『
諏
訪
信
仰

の
祭
り
と
文
化
』
で
公
開
さ
れ
た
。

（
（（
）

　笹
本
正
治
『
戦
国
大
名
武
田
氏
の
信
濃
支
配
』（
名
著
出
版

　一
九
九
〇
、
二
一
九
頁
）

（
（0
）

　笹
本
正
治
『
戦
国
大
名
武
田
氏
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版

　一
九
九
三
、
三
二
八
頁
）

（
（（
）

　拙
論
「
中
世
の
印
章
と
出
納
文
書
」
前
掲
註（
6
）。

（
（（
）

　康
正
二
年
十
月
一
三
日
「
鎮
守
読
経
作
法
」（
写
本
）
諏
訪
市
・
諏
訪
教
育
会
所
蔵
。

（
（（
）

　『
神
道
大
系

　論
説
編
九
卜
部
神
道
』（
下
巻

　校
注
・
解
題

　岡
田
荘
司

　一
九
九
一
）

（
（（
）

　天
正
十
六
年
上
社
神
宮
寺
普
賢
菩
薩
像
・
茅
野
市
昌
林
寺
所
蔵
。
一
九
九
七
年
十
二
月
六
日

か
ら
の
調
査
・
写
真
撮
影
・
展
示
等
で
は
信
徒
総
代
原
田
聖
紀
氏
に
総
代
会
で
の
許
可
を
い
た

だ
く
な
ど
大
変
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

（
（（
）

　文
禄
二
年
諏
訪
上
社
普
賢
堂
本
尊

　普
賢
菩
薩
座
像
銘
文
・
諏
訪
市
桑
原

　諏
訪
仏
法
招
隆

寺
所
蔵
。

（
（6
）

　田
中
卓
「
古
代
阿
蘇
氏
の
一
考
察
」（『
高
千
穂
・
阿
蘇
』
一
九
六
○
）

（
（（
）

　関
晃
「
科
野
国
造
の
氏
姓
と
氏
族
的
展
開
」（
黒
坂
周
平
編
『
信
濃
の
歴
史
と
文
化
の
研
究
』

一
九
九
○
）。

（
（8
）

　平
田
耿
二
「
日
本
古
代
氏
族
伝
承
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
上
智
史
学
』
三
五
、一
九
九
〇
）、

井
原
今
朝
男
「
阿
蘇
氏
系
図
の
諸
問
題
」（『
諏
訪
市
史
研
究
紀
要
』
三
、一
九
九
一
）。

（
（（
）

　伊
藤
麟
太
郎
「
所
謂
阿
蘇
氏
系
図
に
つ
い
て
」（『
信
濃
』
四
六
―
八
、一
九
九
五
）

（
（0
）

　村
崎
真
智
子
「
異
本
阿
蘇
氏
系
図
試
論
」（
劉
茂
源
編
『
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
コ
ト
バ
の
人
類
学
』

慶
友
社

　一
九
九
六
）。

（
（（
）

　喬
木
村
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
の
知
久
・
諏
訪
氏
関
係
史
料
の
調
査
で
は
、
館
長
黒
川
良
一

氏
の
ご
教
示
に
預
か
っ
た
。

（
（（
）

　飯
田
武
郷
「
諏
訪
神
家
并
科
野
国
造
考
」（『
大
八
州
学
会
雑
誌
』
二
九
、一
八
八
八
）。
飯
田

武
郷
に
つ
い
て
は
、
坂
本
辰
之
助
著
『
維
新
の
列
士
・
国
学
の
泰
斗
飯
田
武
郷
翁
伝
』（
明
文

社

　一
九
三
四
）
参
照
。

（
（（
）

　菊
田
龍
太
郎
「
水
戸
藩
と
神
道
書
編
纂
に
つ
い
て
」（『
神
道
古
典
研
究
所
紀
要
』
七
、
二
○

○
一
）
は
、
藩
権
力
の
神
社
行
政
と
神
道
書
編
纂
と
の
関
係
を
論
じ
て
お
り
、
こ
う
し
た
視
点

か
ら
近
世
神
道
書
の
性
格
を
総
体
と
し
て
相
対
化
し
て
論
じ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
（（
）

　宮
地
直
一
「
八
坂
神
社
の
古
文
書
に
つ
い
て
」（『
八
坂
神
社
文
書
下
巻
』
社
務
所
一
九
四
○
）
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（
（（
）
野
地
秀
俊
「
新
出
祇
園
社
関
係
史
料
の
紹
介
と
翻
刻
」（『
京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要
』

二
〇
、
二
○
○
五
）

（
（6
）

　山
本
隆
志
「
北
野
神
社
松
梅
院
と
そ
の
文
書
」（『
筑
波
大
学
付
属
図
書
館
特
別
展
「
学
問
の

神
」
を
さ
さ
え
た
人
び
と
』
二
○
○
二
）、
山
田
雄
二
『
北
野
天
満
宮
旧
蔵
文
書
・
古
記
録
の

目
録
作
成
お
よ
び
研
究
』（
平
成
十
六
～
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書

　

二
〇
〇
七
）
が
、
北
野
天
満
宮
旧
蔵
の
全
体
像
を
論
じ
た
最
新
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

（
（（
）  
小
島
鉦
作
「
神
宮
文
書
に
つ
い
て
」（『
著
作
集
（
伊
勢
神
宮
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

一
九
八
五
）

（
（8
） 
小
島
鉦
作
「
解
説
寶
庫
文
書
・
後
記
」（『
熱
田
神
宮
文
書
寶
庫
文
書
』
神
宮
宮
庁

一
九
七
八
）、
高
木
昭
作
「
解
説
田
島
家
文
書

　馬
場
家
文
書
」（『
熱
田
神
宮
文
書
』
神
宮
宮

庁

　一
九
九
七
）。

（
（（
）

　鈴
木
哲
雄
「
香
取
文
書
の
概
要
と
史
料
の
構
成
」（『
千
葉
県
史
研
究
』
四
、一
九
九
六
）、『
千

葉
県
史
編
さ
ん
資
料

　香
取
文
書
総
目
録
』（
一
九
九
九
）
参
照

（
（0
）

　『
上
賀
茂
の
も
り
・
や
し
ろ
・
ま
つ
り
』（
思
文
閣
出
版

　二
〇
〇
六
）。
な
お
、
嵯
峨
井
健

「
下
鴨
神
社
史
料
の
所
在
と
現
状
」、
五
島
邦
治
「
上
賀
茂
神
社
の
氏
人
組
織
と
文
書
」（『
京
都

産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
（
、
二
○
○
○
）
参
照
。

（
（（
）

　近
年
、
岡
田
荘
司
氏
に
よ
り
史
料
批
判
に
耐
え
う
る
吉
田
家
の
系
譜
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ

（
岡
田
荘
司
「
兼
倶
宣
賢
本
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
」『
吉
田
叢
書
第
五
編
』
解
題
、
続
群
書
類
従

完
成
会

　一
九
八
四
）、
奥
書
類
か
ら
諸
本
検
討
が
可
能
に
な
っ
た
。
大
塚
統
子
「
一
宮
記
の

諸
系
統
」（
一
宮
研
究
会
編
『
中
世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開
』
下
、
岩
田
書
院

　二
○
○
四
）
は
、

吉
田
家
に
よ
る
中
世
後
期
の
「
諸
国
一
宮
神
名
帳
」
が
、
近
世
・
近
代
の
写
本
や
改
編
に
よ
り

多
様
な
神
道
書
を
つ
く
り
だ
し
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
今
後
、
神
道
書
に
つ
い
て

も
こ
う
し
た
史
料
批
判
学
が
深
化
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

（
（（
）

　黒
田
俊
雄
「
神
道
史
研
究
の
背
景
」（『
歴
史
科
学
』
八
○
、
一
九
七
九
）

（
（（
）  

村
田
正
志
「
神
社
関
係
の
古
文
書
覚
書
」（『
村
田
正
志
著
作
集
』
第
六
巻
思
文
閣
出
版

一
九
八
五
）

（
（（
）

　西
垣
晴
治
「
神
道
文
書
」（『
日
本
古
文
書
学
講
座
第
（
巻
』
雄
山
閣
出
版

　一
九
八
○
）

（
（（
）

　井
原
今
朝
男
「
鎌
倉
期
の
諏
訪
神
社
関
係
史
料
に
み
る
神
道
と
仏
道
―
中
世
御
記
文
の
時
代

的
特
質
に
つ
い
て
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
九
、
二
〇
〇
八
）

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
歴
史
研
究
系
）

（
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）
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（
（（
）
野
地
秀
俊
「
新
出
祇
園
社
関
係
史
料
の
紹
介
と
翻
刻
」（『
京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要
』

二
〇
、
二
○
○
五
）

（
（6
）

　山
本
隆
志
「
北
野
神
社
松
梅
院
と
そ
の
文
書
」（『
筑
波
大
学
付
属
図
書
館
特
別
展
「
学
問
の

神
」
を
さ
さ
え
た
人
び
と
』
二
○
○
二
）、
山
田
雄
二
『
北
野
天
満
宮
旧
蔵
文
書
・
古
記
録
の

目
録
作
成
お
よ
び
研
究
』（
平
成
十
六
～
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書

　

二
〇
〇
七
）
が
、
北
野
天
満
宮
旧
蔵
の
全
体
像
を
論
じ
た
最
新
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

（
（（
）  

小
島
鉦
作
「
神
宮
文
書
に
つ
い
て
」（『
著
作
集
（
伊
勢
神
宮
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

一
九
八
五
）

（
（8
） 

小
島
鉦
作
「
解
説
寶
庫
文
書
・
後
記
」（『
熱
田
神
宮
文
書
寶
庫
文
書
』
神
宮
宮
庁

一
九
七
八
）、
高
木
昭
作
「
解
説
田
島
家
文
書

　馬
場
家
文
書
」（『
熱
田
神
宮
文
書
』
神
宮
宮

庁

　一
九
九
七
）。

（
（（
）

　鈴
木
哲
雄
「
香
取
文
書
の
概
要
と
史
料
の
構
成
」（『
千
葉
県
史
研
究
』
四
、一
九
九
六
）、『
千

葉
県
史
編
さ
ん
資
料

　香
取
文
書
総
目
録
』（
一
九
九
九
）
参
照

（
（0
）

　『
上
賀
茂
の
も
り
・
や
し
ろ
・
ま
つ
り
』（
思
文
閣
出
版

　二
〇
〇
六
）。
な
お
、
嵯
峨
井
健

「
下
鴨
神
社
史
料
の
所
在
と
現
状
」、
五
島
邦
治
「
上
賀
茂
神
社
の
氏
人
組
織
と
文
書
」（『
京
都

産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
（
、
二
○
○
○
）
参
照
。

（
（（
）

　近
年
、
岡
田
荘
司
氏
に
よ
り
史
料
批
判
に
耐
え
う
る
吉
田
家
の
系
譜
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ

（
岡
田
荘
司
「
兼
倶
宣
賢
本
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
」『
吉
田
叢
書
第
五
編
』
解
題
、
続
群
書
類
従

完
成
会

　一
九
八
四
）、
奥
書
類
か
ら
諸
本
検
討
が
可
能
に
な
っ
た
。
大
塚
統
子
「
一
宮
記
の

諸
系
統
」（
一
宮
研
究
会
編
『
中
世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開
』
下
、
岩
田
書
院

　二
○
○
四
）
は
、

吉
田
家
に
よ
る
中
世
後
期
の
「
諸
国
一
宮
神
名
帳
」
が
、
近
世
・
近
代
の
写
本
や
改
編
に
よ
り

多
様
な
神
道
書
を
つ
く
り
だ
し
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
今
後
、
神
道
書
に
つ
い
て

も
こ
う
し
た
史
料
批
判
学
が
深
化
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

（
（（
）

　黒
田
俊
雄
「
神
道
史
研
究
の
背
景
」（『
歴
史
科
学
』
八
○
、
一
九
七
九
）

（
（（
）  

村
田
正
志
「
神
社
関
係
の
古
文
書
覚
書
」（『
村
田
正
志
著
作
集
』
第
六
巻
思
文
閣
出
版

一
九
八
五
）

（
（（
）

　西
垣
晴
治
「
神
道
文
書
」（『
日
本
古
文
書
学
講
座
第
（
巻
』
雄
山
閣
出
版

　一
九
八
○
）

（
（（
）

　井
原
今
朝
男
「
鎌
倉
期
の
諏
訪
神
社
関
係
史
料
に
み
る
神
道
と
仏
道
―
中
世
御
記
文
の
時
代

的
特
質
に
つ
い
て
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
九
、
二
〇
〇
八
）

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
歴
史
研
究
系
）

（
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）
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Problems with Historical Shrine Documents Focusing on Suwa Shrine

IHARA Kesao 

Recently, there has been a flurry of research on the history of shrines, but little attention has been paid to the 

historical characteristics and problem areas of the many historical shrine documents used in such studies. In light 

of this situation, the author has made an examination of the materials included in historical shrine documents.

First, documents kept at existing shrines or by current shrine officials are at best limited. Rather, as a great 

many more relevant documents are held privately by individuals as documents that belong to shrine families there 

is a danger that they will be scattered or lost. We must conclude, therefore, that there is no clear overall picture of 

these historical documents.

Second, documents belonging to individual shrines were altered substantially as a result of the Meiji abolition 

of Buddhism, which greatly altered the composition of historical documents. Consequently, we are faced with the 

problem that the view of a shrine’s history presented by surviving documents varies from historical reality. Once 

again, it is important that investigations are made into clarifying the actual situation concerning the abolition of 

Buddhism and the location of former Buddhist documents. 

Third, surviving historical shrine documents are problematic for a variety of reasons, including the editing 

and the changes made to Shinto documents by shrine officials during the Early Modern and Modern periods. 

However, since clarifying this situation is a task for future studies, it has not been covered here as a problem 

affecting the study of historical documents. It has been pointed out that Early Modern kokugaku and modern 

state Shinto created a “modern Japanese bias” in the history of Shinto. Thus, the kinds of ideological changes 

that were made to Shinto and shrine documents under state Shinto during the Early Modern and Modern periods 

must be studied as a separate field of research on historical shrine documents. What is needed is multi-faceted 

research into documents that discusses in full the various problems and characteristics of these historical shrine 

documents.


